
[平成30年５月　様式４]

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

 評価書名

松戸市　地方税に関する事務　全項目評価書　（案）

評価書番号

2

松戸市は、地方税に関する事務における特定個人情報ファイルの取扱いに
当たり、その取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼしか
ねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリス
クを軽減させるために適切な措置を講じることで、個人のプライバシー等の
権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

 評価実施機関名

特定個人情報保護評価書（全項目評価書）

 公表日

松戸市長

 個人情報保護委員会　承認日　【行政機関等のみ】

特記事項 ―
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　（別添３）　変更箇所

Ⅵ　評価実施手続

Ⅴ　開示請求、問合せ

Ⅳ　その他のリスク対策

　（別添１） 事務の内容

項目一覧

Ⅰ　基本情報

　（別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策
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 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

Ⅰ　基本情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 地方税に関する事務

 ②事務の内容　※

１．事務の目的
　 松戸市（以下「本市」という。）は、市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税（以下「市税」とい
う。）の適正かつ公平な課税及び収納を行うため、地方税に関する事務を（１）課税事務、（２）収納管理
事務、（３）滞納整理事務、（４）宛名管理事務に分けて行っている。

２．地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例（松戸市市税条例（平成２７
年松戸市条例第１２号）をいう。以下同じ。）による地方税に関する事務全体の概要は、以下のとおりで
ある。
（１）　課税事務　　納税義務者からの申告・届出・申請や登記所からの通知及び調査を基に課税を行
う。
（２）　収納管理事務　　納税管理、納税義務者への還付等を行う。
（３）　滞納整理事務　　納期限内に納付がない者への督促状の発送等、滞納整理を行う。
（４）　宛名管理事務　　納税義務者等の宛名管理を行う。

３．特定個人情報ファイルを使用して実施する事務の内容は、以下のとおり。
（１）　納税義務者からの申告・届出や申請を受け付け、確認する。また、税務署・年金保険者・企業・他
自治体からの申告情報を取得する。
（２）　納税義務者からの情報により、控除・減免等を確認する。
（３）　（２）について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成
25年5月31日法律第27号。以下「番号法」という。）第19条第7号（別表第二）に基づき、障害者情報や生
活保護情報等を情報提供ネットワーク経由で入手し、減免等の資格を有するか確認する。
（４）　個人住民税における所得・課税情報を情報提供ネットワーク経由で提供する。
（５）　（１）～（３）により決定した課税内容を納税義務者や年金保険者、企業へ通知する。
（６）　納税義務者の納付（収納）情報を金融機関等から取得する。
（７）　過納付や誤納付があった場合は、納税義務者へ還付、充当を通知する。
（８）　納期限内に完納しない場合は、納税義務者に対して督促状・催告状を発送する。
（９）　納税義務者等から税に関する各種証明の申請があった場合は、申請に応じた証明書を発行する。
（１０）　健康保険システム等に所得・課税情報を提供する。また、健康保険料情報に基づき、社会保険
料控除等を算出する。
（１１）　各業務情報に基づき、障害者控除の算出、社会保険料控除の算出、非課税者の抽出、減免額
及び控除額の算出を行う。

 ①システムの名称 税総合システム（税務システムと同義）

 ②システムの機能

１．賦課機能
　地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税のうち市税の課
税データの管理、納税管理人や納付方法の管理を行うシステムであり、次の機能を有する。
①各税目の納税者番号の確認・付番、②各税目の税額計算及び台帳の作成、③申告書等の情報管
理、④納税者に関する基本情報や関係者情報の管理、⑤各税目の納付書や納税通知書等の帳票発
行、⑥法定調査等の資料情報の管理、⑦市税に関する各種証明書の発行。

２．収納管理機能
　市税の収納及び滞納整理データを管理し、次の機能を有する。
①金融機関等からの入金情報の取り込み、②還付・充当情報の作成及び通知書の作成、③納付書・督
促状・催告書の作成、④統計・決算情報の作成、⑤口座情報の管理、⑥延滞金・還付加算金の計算、⑦
納税証明書の発行。

３．宛名管理機能
　住民登録者及び住民登録外者の住所、氏名、送付先等の宛名情報管理。

４．イメージファイリング機能
　個人住民税の賦課根拠となる課税資料管理。

 ③対象人数 [ 30万人以上

 ２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

 システム1

＜選択肢＞
1) 1,000人未満
3) 1万人以上10万人未満
5) 30万人以上

2) 1,000人以上1万人未満
4) 10万人以上30万人未満

]

[ ○ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ 滞納管理システム

] 庁内連携システム

）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム
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] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム2

 ①システムの名称 審査システム（ｅＬＴＡＸ）

 ②システムの機能

１．地方税ポータルシステム（eLTAX）は、納税者の利便性の向上を図るとともに、税務事務の高度化及
び効率化に寄与するため、一般社団法人地方税電子化協議会（現：地方税共同機構）が構築したシステ
ムであり、平成17年１月から運用が開始されたシステムである。
２．このシステムでは、固定資産税（償却資産）、事業所税の申告、給与支払報告書等の提出、各種申
請・届出について、書面に代えてインターネットを通じて手続が行えるものである。
３．地方税ポータルセンタ（eLTAX）で受付した電子データは、総合行政ネットワーク（LGWAN）を通じて、
審査システム（eLTAX）で受領する。
４．審査システム（eLTAX）は、税務事務の効率化を図るため、税務システムと連携している。
　（１）審査システム（eLTAX）から税務システムへの連携：申告データ、利用届出データ、申請・届出デー
タ等
　（２）税務システムから審査システム（eLTAX）への連携：特別徴収税額通知データ
５．審査システム（eLTAX）には、以下の機能がある。
　（１）個人住民税：給与・公的年金等の支払をする者から、地方税ポータルセンタ（eLTAX）を通じて、給
与支払報告書、公的年金等支払報告書等を受領する。また、地方税ポータルセンタ（eLTAX）を通じて、
給与所得及び年金所得者に係る特別徴収税額を特別徴収義務者及び年金保険者に送付する。さらに、
寄附金税額控除に係る申告特例通知（ふるさと納税ワンストップ特例通知）を他自治体から受領する。
　（２）固定資産税（償却資産）：償却資産の所有者から、地方税ポータルセンタ（eLTAX）を通じて、償却
資産申告書等を受領する。
　（３）事業所税：事業所税の納税義務者から、地方税ポータルセンタ（eLTAX）を通じて、事業所税の申
告書等を受領する。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

] 庁内連携システム

 システム3

 ①システムの名称 国税連携システム（ｅＬＴＡＸ）

 ②システムの機能

１．国税連携システム（eLTAX）は、国及び地方を通じた税務事務の一層の効率化を図るため、一般社
団法人地方税電子化協議会（現：地方税共同機構）が構築したシステムであり、平成23年1月から運用
が開始されたシステムである。
２．国税庁のe-Taxに申告された所得税申告書等データ及び国税当局に書面で申告された所得税申告
書等データが地方税ポータルセンタ（eLTAX）に受付され、総合行政ネットワーク（LGWAN）を通じて、国
税連携システム（eLTAX）に送付される。
３．国税連携システム（eLTAX）には、以下の機能がある。
　（１）国税庁から、地方税ポータルセンタ（eLTAX）を通じて、所得税申告書等データ、法定調書（配当・
報酬資料せん、年金・給与資料せん）データを受領する。また、地方税ポータルセンタ（eLTAX）を通じ
て、扶養是正情報等データを国税庁に送付する。
　（２）他の市区町村に対して、所得税申告書等データを送付する。また、住民登録外課税通知を送付・
受領する。

[ ○ ] その他 （ 地方税ポータルセンタ（ｅＬＴＡＸ） ）

] 税務システム

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ 地方税ポータルセンタ（ｅＬＴＡＸ） ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

-4-



] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム4

 ①システムの名称 庁内共通連携基盤システム（宛名システム等と同義）

 ②システムの機能

１．宛名番号付番機能
　団体内統合宛名番号が未登録の個人について、新規に団体内統合宛名番号を付番する機能。
２．宛名情報等管理機能
　庁内共通連携基盤システムにおいて宛名情報等を団体内統合宛名番号、個人番号とひも付けて保存
し、管理する機能。
３．中間サーバ連携機能
　中間サーバ又は中間サーバ端末からの要求に基づき、統一識別番号にひも付く宛名情報等を通知す
る機能。
４．既存システム連携機能
　既存業務システムからの要求に基づき、個人番号又は団体内統合宛名番号にひも付く宛名情報等を
通知する機能。
５．権限管理機能
　庁内共通連携基盤システム端末を利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能
や特定個人情報（連携対象）へのアクセス制御を行う機能。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

] 庁内連携システム

 システム5

 ①システムの名称 中間サーバ

 ②システムの機能

中間サーバは、情報提供ネットワークシステム（インターフェイスシステム）、既存住基システム、庁内共
通連携基盤システム等の各システムとデータの受渡しを行うことで符号の取得や、各情報保有機関で保
有する特定個人情報の照会と提供等の業務を実現する。またセキュリティの観点により、特定個人情報
の照会と提供の際は、「個人番号」を直接利用せず「符号」を取得して利用する。

１．符号管理機能
　情報照会、情報提供に用いる個人の識別子である「符号」と情報保有機関内で個人を特定するために
利用する「統一識別番号」とをひも付け、その情報を保管・管理する機能。
２．情報照会機能
　情報提供ネットワークシステムを介して、特定個人情報（連携対象）の情報照会及び情報提供受領（照
会した情報の受領）を行う機能。
３．情報提供機能
　情報提供ネットワークシステムを介して、情報照会要求の受領及び当該特定個人情報（連携対象）の
提供を行う機能。
４．既存システム接続機能
　中間サーバと既存システム、庁内共通連携基盤システム及び既存住基システムとの間で情報照会内
容、情報提供内容、特定個人情報（連携対象）、符号取得のための情報等について連携する機能。
５．情報提供等記録管理機能
　特定個人情報（連携対象）の照会又は提供があった旨の情報提供等記録を生成し、管理する機能。
６．情報提供データベース管理機能
　特定個人情報（連携対象）を副本として、保持・管理する機能。
７．データ送受信機能
　中間サーバと情報提供ネットワークシステム（インターフェイスシステム）との間で情報照会、情報提
供、符号取得のための情報等について連携する機能。
８．セキュリティ管理機能
　暗号化／符号機能と、鍵情報及び照会許可用照合リスト情報を管理する機能。
９．職員認証・権限管理機能
　中間サーバを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報（連
携対象）へのアクセス制御を行う機能。
１０．システム管理機能
　バッチの状況管理、業務統計情報の集計、稼動状態の通知、保管期限切れ情報の削除を行う機能。

○

[ ○ ] その他 （ 中間サーバ・健康保険システム等他業務システム ）

] 税務システム

 ③他のシステムとの接続

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [

[ ] その他 （ ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム
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] 庁内連携システム

システム6

①システムの名称 番号管理システム

②システムの機能

地方公共団体情報システム機構が生成した個人番号を、各業務システムからの求めに応じ、庁内共通
連携基盤システムを通じて必要な場合のみ個人番号を提供する。また、個人番号を必要としない業務に
ついては、庁内のみの連携キーである宛名番号を提供し、番号の参照経路を一元化することにより、セ
キュリティの強化を図る。
番号管理システムは、以下の番号を管理する機能を持つ。

１．個人番号
　地方公共団体情報システム機構が生成した個人番号。
２．団体内統合宛名番号
　既存業務システムが管理している送付先等の宛名情報を、中間サーバの符号及び個人番号と連携さ
せ、個人を一意に特定するための番号。
３．宛名番号
　庁内における各業務システムと宛名及び業務情報のひも付けのために所持する番号。

③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [ ○

[ ] その他 （ ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム
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 ５．個人番号の利用　※

 法令上の根拠
1．番号法第９条第１項別表第一の１６の項
２．行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令
で定める事務を定める命令（別表第一省令）（平成２６年内閣府・総務省令第５号）第１６条

 ６．情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※

①実施の有無 [ 実施する

 ３．特定個人情報ファイル名

税総合情報ファイル

 ４．特定個人情報ファイルを取り扱う理由

①事務実施上の必要性
特定個人情報ファイルを利用することで、個人の特定、個人の宛名の突合の正確性が向上し、市税の
公平かつ正確な課税に資することとなる。また、社会保障に関する情報及び地方税関係情報を入手す
ることで、事務の効率化を図ることができる。

②実現が期待されるメリット

・番号制度の導入により、住民は社会保障分野の手続で求められている所得証明書等の添付書類の提
出を省略することができる。
・市税に関する申告書の情報、給与支払報告書等の課税に関する情報や住所等の住民情報の名寄せ・
突合が行え、より正確かつ効率的に納税者等の情報を把握することが可能になる。
・紙媒体での照会により確認している被扶養者の所得等の確認や障害者減免を適用するための障害者
手帳の提示を求めている事務等について、事務負担の軽減が図れる。

]

＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

 ８．他の評価実施機関

―

②法令上の根拠

１．情報提供の根拠
（１）番号法第１９条第７号別表第二第三欄（情報提供者）が「市町村長」であって、第四欄に「地方税関
係情報」が含まれる項（１、２、３、４、６、８、９、１１、１６、１８、２０、２３、２６、２７、２８、２９、３１、３４、３
５、３７、３８、３９、４０、４２、４８、５３、５４、５７、５８、５９、６１、６２、６３、６４、６５、６６、６７、７０、７１、７
４、８０、８４、８５の２、８７、９１、９２、９４、９７、１０１、１０２、１０３、１０６、１０７、１０８、１１３、１１４、１１
５、１１６、１１７、１２０の項）
（２）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令
で定める事務及び情報を定める命令（別表第二省令）（平成２６年内閣府・総務省令第７号）第１条、第２
条、第３条、第４条、第６条、第７条、第８条、第１０条、第１２条、第１３条、第１４条、第１６条、第１９条、
第２０条、第２１条、第２２条、第２２条の３、第２２条の４、第２３条、第２４条、第２４条の２、第２４条の３、
第２５条、第２６条の３、第２７条、第２８条、第３１条、第３１条の２、第３１条の３、第３２条、第３３条、第３
４条、第３５条、第３６条、第３７条、第３８条、第３９条、第４０条、第４３条、第４３条の３、第４３条の４、第
４４条、第４４条の２、第４５条、第４７条、第４９条、第４９条の２、第５０条、第５１条、第５３条、第５４条、
第５５条、第５８条、第５９条、第５９条の２、第５９条の２の２、第５９条の３

２．情報照会の根拠
（１）番号法第１９条第７号別表第二第一欄が「市町村長」であって第二欄に「地方税法その他の地方税
に関する法律及びこれらの法律に基づく条例」を含む項のうち本事務に該当するもの（２７の項）
（２）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令
で定める事務及び情報を定める省令（別表第二省令）（平成２６年内閣府・総務省令第７号）第２０条

 ７．評価実施機関における担当部署

①部署 財務部　税制課、市民税課、固定資産税課、収納課、債権管理課

②所属長の役職名 税制課長、市民税課長、固定資産税課長、収納課長、債権管理課長
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 （別添1） 事務の内容

（備考）

① 納税義務者からの申告・届出や申請を受け付け、確認する。また、税務署・年金保険者・企業・他自治体からの申告情報を取得す
る。
② 納税義務者からの情報により、控除・減免等を確認する。
③ 各業務情報に基づき、障害者控除の算出、社会保険料控除の算出、非課税者の抽出、減免額及び控除額の算出をする。
④ ②について、番号法第19条第7号に基づき、障害者情報や生活保護情報等を情報提供ネットワーク経由で入手し、減免などの資格
を有するか確認する。
⑤ 個人住民税における所得・課税情報を情報提供ネットワーク経由で提供する。
⑥ ①～⑤により決定した課税内容を納税義務者や年金保険者、企業、他自治体へ通知する。
⑦ 健康保険システム等に所得・課税情報を移転する。
⑧ 納税義務者は金融機関等において納付・納入する。その収納情報を金融機関等より取得する。
⑨ 納税義務者等から税に関する各種証明の申請があった場合は、申請に応じた証明書を発行する。
⑩ 過納付や誤納付があった場合は、納税義務者へ還付、充当を通知する。
⑪ 納期限内に完納しない場合は、納税義務者に対して督促状・催告状を発送する。
⑫ 滞納管理をするため、課税・収納情報を提供する。
⑬ 督促後も完納しない場合は、滞納整理をする。
⑭ 申告書等の画像データ情報を取得する。
⑮ 賦課情報を収納部門に提供する。
⑯ 宛名情報の取得や提供をする。

ｅＬＴＡＸシステム

税総合システム

賦課機能

特定個人情報を含む事務手続・データ等

特定個人情報を含まない事務手続・データ等

⑭

⑤
⑯④

⑯④
⑯

⑤
⑯

⑤
⑯

①②

④
⑯

⑫

滞納管理

システム

庁内共通連携基盤システム

提供先

イメージ
ファイリング

機能

他自治体
市民税

事業者、

団体等

軽自動車税

地方税に関する事務の内容

情報元 ①
地方税

ポータル
センタ

(eLTAX)

①

他機関

国税庁、

税務署
⑥

年金保険者

（日本年金機構等）

審査システム

納
税
義
務
者

⑧ ⑧

収納管理機能

⑯

金
融
機
関
等

⑮

他自治体等
情報提供

ネットワーク
システム

健康保険
システム等

⑦
③④
⑦⑯

 中間サーバ
 プラットフォーム

国税連携システム

⑥

⑥

⑥⑨⑩⑪

①

松戸市

⑥

固定資産税・都市計画税（土地・家屋）
固定資産税（償却資産）

③④
⑦⑯

番号管理ｼｽﾃﾑ

①

宛名管理機能⑬

⑯
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[ ○] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所）

 ③対象となる本人の範囲　※ 住民登録者、住民登録外者の課税対象者及び市外在住の被扶養者

 その必要性
市税の適正かつ公平な課税及び収納を行うに当たり、納税義務者等の識別に特定個人情報を使用す
るために必要。

 ④記録される項目 [ 100項目以上

[ ○

[

[ ] 医療保険関係情報 [

）

3） 50項目以上100項目未満
1） 10項目未満

4） 100項目以上
2） 10項目以上50項目未満

＜選択肢＞

]

] 個人番号 ] その他識別情報（内部番号）

] 連絡先（電話番号等）

] その他住民票関係情報

] 国税関係情報

] 介護・高齢者福祉関係情報

] 障害者福祉関係情報

 ②対象となる本人の数 [ 10万人以上100万人未満

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

税総合情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※ [ システム用ファイル

] 個人番号対応符号 [ ○

・連絡先等情報

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ [ ○

○

[ ○ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [

[ ○

・業務関係情報

[

[

 その妥当性

１　識別情報　対象者を正確に特定するために保有。
２　連絡先等情報　対象者の賦課期日時点の居住地、世帯情報を把握するために保有。
３　業務関係情報
　・国税関係情報　対象者の確定申告書に係る情報に基づき、住民税額の算出、減免を行うために保
有。
　・地方税関係情報　賦課・徴収に直接関わる市税情報を保有。
　・年金関係情報　対象者の公的年金等支払報告書に係る情報に基づき、住民税額の算出、減免を行
うために保有。
　・障害者福祉関係情報・生活保護関係情報　課税事務に必要なため保有。

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 平成２７年１０月５日

[ ] その他 （

[

[

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ○

] 災害関係情報

] 学校・教育関係情報

 ⑥事務担当部署 財務部　　税制課、市民税課、固定資産税課、収納課、債権管理課

＜選択肢＞
1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

]

] 健康・医療関係情報] 地方税関係情報

] 年金関係情報

] 児童福祉・子育て関係情報

○ [ ○
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 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署

[ ○ ] その他 （ 給与支払者、公的年金等支払者 ）

[ ○ ] 民間事業者 （ 企業等の給与支払者 ）

[ ○ ] 地方公共団体・地方独立行政法人

（ 市民課・障害福祉課・生活支援一課・生活支援二課

 ⑤本人への明示
課税に必要な情報については、地方税法第317条の2、第317条の6、第343条、第380条、第383条、第
442条の2及び番号法別表第2の27の項に規定されている。

 ⑥使用目的　※
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課及び収納
又は地方税に関する調査に関する事務を行うため。

 変更の妥当性 ―

 ③入手の時期・頻度

税目・資料種別により入手時期が異なる。

・給与支払報告書及び公的年金等支払報告書　１月３１日まで
・事業所税の申告書　翌年の３月１５日まで（個人の場合）
・公的年金における特別徴収対象者情報の通知　５月２５日まで
・公的年金における特別徴収税額通知の処理結果通知　９月３０日まで
・所得税の確定申告書及び市民税・県民税申告書　２月１６日から３月１５日まで
・法定調書情報　２月及び５月
・償却資産申告書　１月３１日まで
・寄附金税額控除に係る申告特例通知（ふるさと納税ワンストップ特例通知）　１月３１日まで
・住民登録外課税通知　該当者が判明した場合に送付する
　
なお、上記の提出時期にかかわらず提出があれば、随時受領している。

 ④入手に係る妥当性
市税の適正且つ公平な課税及び収納を行うため、納税義務者等の識別に特定個人情報を使用するた
めに必要。

庁内共通基盤連携システム、総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）

] 情報提供ネットワークシステム

] 庁内連携システム

（ 他自治体 ）

[

[ ○

[

[ ] 電子メール [

] フラッシュメモリ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

 ⑨使用開始日 平成28年1月1日

 ⑧使用方法　※

１　課税事務
　　・申告及び届出等による情報及び登録された資産の情報等から課税事務に使用する。
２　収納管理事務
　　・課税情報及び納税情報等から消し込み、還付、充当等の収納管理事務に使用する。
３　滞納整理事務
　　・納期限内に納付がない者への督促・催告に使用する。
４　宛名管理事務
　　・納税義務者等へ通知及び連絡する際の、最新の宛名を管理するために使用する。

 情報の突合　※
市税の減免措置に該当するか確認するため、申告情報（国税関係情報、地方税関係情報、年金関係情
報）と障害者福祉関係情報、生活保護・社会福祉関係情報を情報提供ネットワークシステムで連携し、
入手した情報も突合をする。

 情報の統計分析
※

税務統計等個人番号を用いない統計分析は行うが、個人番号を用いた統計分析は行わない。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [ ○

[ ○ ] その他 （

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

財務部　　税制課、市民税課、固定資産税課、収納課、債権管理課

 使用者数 [ 100人以上500人未満

）

] 本人又は本人の代理人

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満
＜選択肢＞

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満
6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

]

・市税の賦課決定・賦課更正
・滞納者への督促状発送

）

[ ○ ] 行政機関・独立行政法人等 （ 国税庁、日本年金機構（公的年金等支払者） ）
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[
] フラッシュメモ
リ

[

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する

①委託内容 税総合システム運用・保守・帳票作成・改修委託

②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの全体

3

 委託事項1 税総合システム運用・保守・帳票作成・改修委託

2） 特定個人情報ファイルの一部
1） 特定個人情報ファイルの全体
＜選択肢＞

]

]

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満

③委託先における取扱者数 [ 50人以上100人未満

④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ [

サーバー室内に設置されている端末での税総合システムの操作

 対象となる本人の
数

[ 10万人以上100万人未満

 対象となる本人の
範囲　※

２．基本情報③の範囲と同じ

 その妥当性 システムの運用・保守・帳票作成・改修作業を実施する際に、税総合情報ファイルを取り扱うため。

[ ○ ] その他 （

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

 委託事項2

①委託内容 給与支払報告書等の紙の課税資料を、税総合システムへ取り込めるようデータ化する。

⑧再委託の許諾方法
委託契約に基づき再委託等を禁止し、業務の処理を第三者に再委託し、又は、請け負わせてはならな
い。ただし、あらかじめ書面により本市の承諾を得た場合は、この限りではないと定めている。

⑨再委託事項 一部、再委託している。

⑤委託先名の確認方法 松戸市情報公開条例に基づく開示請求により確認することができる。

⑥委託先名 株式会社アイネス

⑦再委託の有無　※ [ 再委託する

再
委
託

課税資料イメージエントリー・データパンチ業務委託

2） 再委託しない1） 再委託する]

＜選択肢＞

②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの一部

 対象となる本人の
数

[ 10万人以上100万人未満

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

2） 特定個人情報ファイルの一部
1） 特定個人情報ファイルの全体
＜選択肢＞

]

]

④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ [

[ ○ ] その他 （ 委託先とVLAN回線を開き、紙の課税資料をイメージ化して送信

 対象となる本人の
範囲　※

課税資料に記載された者

 その妥当性 大量の課税資料を迅速に処理し、課税を行うため。

③委託先における取扱者数 [ 10人以上50人未満

] フラッシュメモ
リ

[

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満
＜選択肢＞

4） 100人以上500人未満
2） 10人以上50人未満

6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

]

] 紙

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[

]

（ ）　件

＜選択肢＞
2） 委託しない1） 委託する

2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満
＜選択肢＞

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満
6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

]

] 紙

] 専用線

）

] 専用線

）
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 委託事項3

①委託内容 国税連携／eＬＴＡＸの使用におけるＡＳＰサービスの利用

⑨再委託事項 現時点では、再委託を行っていない。

⑤委託先名の確認方法 松戸市情報公開条例に基づく開示請求により確認することができる。

 対象となる本人の
範囲　※

公的年金等受給者、確定申告者、eＬＴＡＸ利用事業者の申告者

 その妥当性
地方税共同機構よりＬＧＷＡＮ回線により伝送されるため、情報の詐取・改ざんを防止できる。また、情報
は既に電子化されているので、データ作成等の自治体の業務を縮小できる。

⑥委託先名 入札により決定した事業者

再
委
託

⑦再委託の有無　※ [ 再委託する

⑧再委託の許諾方法
委託契約に基づき再委託等を禁止し、業務の処理を第三者に再委託し、又は、請け負わせてはならな
い。ただし、あらかじめ書面により本市の承諾を得た場合は、この限りではないと定めている。

国税連携／eＬＴＡＸの運用管理

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

]

]

⑤委託先名の確認方法 松戸市情報公開条例に基づく開示請求により確認することができる。

⑥委託先名 株式会社　TKC

再
委
託

③委託先における取扱者数 [ 50人以上100人未満

②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの一部

 対象となる本人の
数

[ 10万人以上100万人未満

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[
④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ [

[ ○ ] その他

⑦再委託の有無　※ [ 再委託する

⑧再委託の許諾方法
委託契約に基づき再委託等を禁止し、業務の処理を第三者に再委託し、又は、請け負わせてはならな
い。ただし、あらかじめ書面により本市の承諾を得た場合は、この限りではないと定めている。

⑨再委託事項 現時点では、再委託を行っていない。

総合行政ネットワーク（LGWAN）（

2） 再委託しない1） 再委託する
＜選択肢＞

]

＜選択肢＞
1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

4） 100人以上500人未満
2） 10人以上50人未満

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満

6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

＜選択肢＞

]

] 紙

] 専用線

）

] 2） 再委託しない1） 再委託する
＜選択肢＞
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] 移転を行っている （ 37 ） 件

[

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ○ ] 提供を行っている （ 57 ） 件 [ ○

 ③提供する情報 番号法第１９条第７号別表第二第４欄に掲げる特定個人情報（地方税関係情報）

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

10万人以上100万人未満

番号法第１９条第７号別表第二に定める情報照会者（別紙１参照）

 ①法令上の根拠
番号法第１９条第７号別表第二の第３欄（情報提供者）が「市町村長」の項のうち、第４欄（特定個人情
報）に「地方税関係情報」が含まれる項（別紙１参照）

 ②提供先における用途 番号法第１９条第７号別表第二第２欄に掲げる事務（別紙１参照）

[ ] フラッシュメモリ [ ○

1） 1万人未満
＜選択肢＞

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

２．基本情報③の範囲と同じ

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

 提供先1

 ②提供先における用途 年金所得に係る個人住民税について、年金給付の支払をする際に特別徴収して市区町村に納付する。

 ③提供する情報

地方税法第３２１条の７の５第１項、第３２１条の７の７第２項及び第３２１条の７の８第３項に基づき、当
該年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴収する旨及び徴収しない旨、当該特別
徴収対象年金所得者に係る支払回数割特別徴収税額、当該特別徴収対象年金所得者の氏名及び住
所、当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の種類並びに当該年金保険者の名
称、当該特別徴収対象年金所得者の性別及び生年月日並びに当該特別徴収対象年金所得者に係る
特別徴収対象年金給付の額

[

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

1万人以上10万人未満

 ⑦時期・頻度 情報提供ネットワークシステムにより特定個人情報の提供依頼がある都度

１．厚生労働大臣（日本年金機構）
２．厚生労働大臣（日本年金機構）を経由して国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事
業団
３．地方公務員共済組合連合会を経由して地方職員共済組合、地方職員共済組合団体共済部、東京都
職員共済組合、公立学校共済組合、警察共済組合、全国市町村職員共済組合連合会

 ①法令上の根拠
番号法第１９条第１号、地方税法第３２１条の７の５第１項、第３２１条の７の７第２項、第３２１条の７の８
第３項

[ ] その他 （ ）

] 紙

][

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

] 電子メール [

）

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の納税義務者

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] その他 （ 総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）

 ⑦時期・頻度
・年金特徴停止通知　年１２回
・特別徴収税額通知　年１回（７月）

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

] 行っていない

[

]

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満

 提供先2
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10万人以上100万人未満

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

地方税法第３１５条第１号ただし書又は同法第３１６条の規定によって、本市が所得を計算して個人住民
税を課した所得税申告者

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[

 ②提供先における用途 所得税の更正決定、修正申告の勧奨等

 ③提供する情報
地方税法第３１５条第１号ただし書又は同法第３１６条の規定によって、本市が所得を計算して個人住民
税を課した場合において、該当者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額等

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

国税庁長官

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号、地方税法第３１７条

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

 ②提供先における用途 給与所得に係る個人住民税について、給与の支払をする際に特別徴収して市区町村に納付する。

 ③提供する情報 地方税法第３２１条の４第１項に基づく、給与所得に係る特別徴収税額、住所、氏名等

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑦時期・頻度 該当者が判明した場合に送付する。

給与支払者（行政機関・独立行政法人等、地方公共団体・地方独立行政法人、民間事業者）

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第１号、地方税法第３２１条の４

[ ○ ] その他 （ 総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ） ）

10万人以上100万人未満 ][

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 紙

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [ ○

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

給与の支払を受けている納税義務者のうち特別徴収の方法によって徴収する者

 ⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

 ⑦時期・頻度 特別徴収税額通知　５月ほか随時

[ ○ ] その他 （ 総合行政ネットワーク（LGWAN） ）

][

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 提供先3

 提供先4
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][

②提供先における用途 住民登録外課税者に対する住民税賦課の取消及び確認

③提供する情報 地方税法第２９４条第３項に基づく該当者の氏名、生年月日、課税年度等

④提供する情報の対象となる
本人の数

他の市町村の長

①法令上の根拠 番号法第１９条第１号、地方税法第２９４条第３項

1万人未満

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

地方税法第２９４条第３項の規定によって、本市が個人住民税を課する者

⑥提供方法

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

＜選択肢＞
1） 1万人未満

⑦時期・頻度 該当者が判明した場合に送付する。

[ ○ ] その他 （ 総合行政ネットワーク（LGWAN） ）

] 紙

⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

個人住民税課税対象者及びその被扶養者等

⑥移転方法

[ ] 庁内連携システム [

[

②移転先における用途 別紙２及び別紙２の２の第４欄に掲げる事務

③移転する情報 個人住民税関係情報

④移転する情報の対象となる
本人の数

 移転先1
番号法第９条第１項別表第一及び松戸市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例に掲げる者

①法令上の根拠
番号法第９条第１項別表第一及び松戸市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

10万人以上100万人未満

⑦時期・頻度 庁内共通連携基盤システムにより特定個人情報の提供依頼がある都度

[ ○ ] その他 （ 庁内共通連携基盤システムとの連携により移転 ）

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

][

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

 提供先5
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 ７．備考

―

 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

１．税総合システム（税務システムと同義）における措置
　生体認証により立入制限がされた管理区域においてサーバを保管する。
２．紙及び媒体における措置
　施錠された保管庫に保存している。
３．庁内共通連携基盤システムにおける措置
（１）庁内共通連携基盤システムはデータセンターに設置しており、データセンターへの入館及びサーバ
室への入室を厳重に管理する。
（２）特定個人情報は、データセンターのサーバ室に設置された庁内共通連携基盤システムのデータ
ベースに保存され、バックアップもデータセンターのサーバ室に設置されたデータベース上に保存され
る。
４．中間サーバ・プラットフォームにおける措置
（１）中間サーバ・プラットフォームはデータセンターに設置されており、データセンターへの入館及びサー
バ室への入室を厳重に管理する。
（２）特定個人情報は、サーバ室に設置された中間サーバのデータベース内に保存され、バックアップも
データベース上に保存される。
５．審査システム（ｅＬＴＡＸ）、国税連携システム（ｅＬＴＡＸ）における措置
　審査システム（ｅＬＴＡＸ）、国税連携システム（ｅＬＴＡＸ）のサーバは認定委託先事業者所有のデータセ
ンター内に設置されており、データセンターへの入館及びサーバ室への入室を厳重に管理する。外部か
らのアクセスは総合行政ネットワーク（LGWAN)のみ許可している。

 ②保管期間

 期間 [ 6年以上10年未満
9） 20年以上
6） 5年
3） 2年

8） 10年以上20年未満
5） 4年
2） 1年

7） 6年以上10年未満
4） 3年
1） 1年未満

 その妥当性 地方税法上、最長の更正期限が法定納期限の翌日から７年間であるため。

 ③消去方法

保管期間が経過した特定個人情報については、年に１回消去処理を実行する。
１．紙及び媒体における措置
（１）特定個人情報を記載した書類の廃棄については、一般ごみと分別処理を行うなど、本市の機密ごみ
の廃棄ルールに従って処理する。また、外部業者による処理の場合は、セキュリティに関する覚書等を
取り交わし、溶解証明書等の提出を義務付ける。
（２）媒体の場合は複数の職員で消去していることを確認する。
２．税総合システムにおける措置
（１）データをシステム上で消去する。
３．庁内共通連携基盤システムにおける措置
（１）特定個人情報の消去は、保管期間を経過若しくはシステムを圧迫するような状況となった場合の
み、システム管理部門の管理・指示により消去する。
（２）ディスク交換やハード更改等の際は、庁内共通連携基盤の保守事業者により、保存された情報が
読み出しできないよう、物理的破壊又は専用ソフト等を利用し、完全に消去する。
４．中間サーバ・プラットフォームにおける措置
（１）特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施されるため、通常、中間サーバ・プ
ラットフォームの保守・運用を行う事業者が特定個人情報を消去することはない。
（２）ディスク交換やハード更改等の際は、中間サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事業者にお
いて、保存された情報が読み出しできないよう、物理的破壊又は専用ソフト等を利用して完全に消去す
る。

＜選択肢＞

10） 定められていない

]
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

◆宛名
１．宛名　２．宛名送付先_全件　３．納組口座　４．納組口座予定

◆軽自動車税
１．軽自　２．軽自課税マスタ　３．軽自減免　４．軽自削除　５．軽自収納管理　６．軽自備考履歴　７．軽自弁償金納付書

◆個人住民税
１．MT給報　２．MT給報メモ　３．メモ単年　４．メモ通年　５．課税　６．課税仮更新　７．課税合算表示用　８．課税対象者　９．課税対象
者メモ　１０．課税対象者履歴　１１．課税特徴月別　１２．課税履歴　１３．期別　１４．期別仮更新　１５．期別履歴　１６．資料　１７．資料
その他氏名　１８．資料メモ　１９．資料国税連携データ　２０．資料国税連携補記データ　２１．資料電子給報　２２．資料電子年報　２３．
資料電子法定調書3010　２４．資料電子法定調書3020　２５．資料電子法定調書3090　２６．資料電子法定調書3590　２７．資料電子法
定調書回送対象者　２８．資料年金報告　２９．資料履歴　３０．年金特別徴収対象者情報　３１．年金特別徴収対象者情報履歴　３２．
年金特別徴収通知情報　３３．年特通番管理　３４．納通管理　３５．扶養是正情報　３６．住民マーキング

◆固定資産税・都市計画税
１．土地課税　２．土地画地　３．土地現況　４．土地現況メモ　５．土地控除　６．土地地番　７．土地登記　８．土地登記メモ　９．土地評
価　１０．土地分割　１１．土地名義　１２．家屋階層　１３．家屋現況　１４．家屋現況メモ　１５．家屋現況階層　１６．家屋控除　１７．家屋
地番　１８．家屋登記　１９．家屋登記メモ　２０．家屋評価　２１．家屋分割　２２．家屋名義　２３．償却サマリ　２４．償却控除　２５．償却
現況　２６．償却事業所台帳　２７．償却事業所台帳メモ　２８．償却所在地　２９．償却所在地メモ　３０．償却税理士　３１．償却増加　３
２．償却耐用年数　３３．償却配分　３４．償却名寄　３５．償却明細　３６．共有基本　３７．共有基本メモ　３８．区分所有　３９．区分所有
メモ　４０．区分所有名称　４１．控除設定　４２．証明発行管理　４３．人的控除　４４．通番管理　４５．賦課宛名基本　４６．賦課宛名個
別　４７．賦課異動対象　４８．賦課基本メモ　４９．賦課物件　５０．法務局入力　５１．賦課基本

◆収納管理
１．ＯＣＲデータ　２．OCRデータ_収入明細用　３．かな変換　４．コード管理　５．コード管理_EE　６．コード詳細　７．コード詳細_EE　８．コ
ンビニ確報エラーリスト　９．コンビニ確報データ　１０．コンビニ確報延滞金確認リスト　１１．コンビニ確報累積データ　１２．コンビニ速報
データ　１３．コンビニ速報累積データ　１４．その他調査　１５．レセプト　１６．宛名コード切替履歴　　１７．按分率　１８．医療区分　１９．
延滞金減免除　２０．延滞金減免除税目　２１．延滞金減免除中間　２２．完納分削除事象マスタ　２３．完納分削除対象　２４．換価猶予
２５．換価猶予税目　２６．管理票　２７．還付者一覧　２８．還付者一覧_充当無　２９．還付者一覧_充当有　３０．還付通知書　３１．還付
通知書_排他管理　３２．還付通知書_排他管理_保管分　３３．還付通知書_保管分　３４．還付通知書番号管理　３５．還付通知書番号管
理_保管分　３６．還付汎用　３７．還付番号管理　３８．還付番号管理_保管分　３９．還付明細　４０．還付明細_保管分　４１．関連付け
４２．義務者別担当者　４３．繰上徴収　４４．繰上徴収税目　４５．携帯調査　４６．計画実績　４７．計画実績_異動分　４８．減額更正還
付者一覧　４９．減免後延滞金税目　５０．個人情報　５１．個人別発送履歴　５２．交付要求　５３．交付要求その他財産　５４．交付要求
その他財産変更履歴　５５．交付要求マンション　５６．交付要求マンション階表示　５７．交付要求マンション階表示変更履歴　５８．交付
要求マンション変更履歴　５９．交付要求家屋　６０．交付要求家屋階表示　６１．交付要求家屋階表示変更履歴　６２．交付要求家屋変
更履歴　６３．交付要求権利者　６４．交付要求権利者変更履歴　６５．交付要求執行機関　６６．交付要求税目　６７．交付要求税目変
更履歴　６８．交付要求土地　６９．交付要求土地変更履歴　７０．交付要求付属屋　７１．交付要求付属屋変更履歴　７２．交付要求敷
地権　７３．交付要求敷地権変更履歴　７４．交付要求変更履歴　７５．交付要求弁護士　７６．公売その他財産　７７．公売その他財産変
更履歴　７８．公売マンション　７９．公売マンション変更履歴　８０．公売家屋　８１．公売家屋変更履歴　８２．公売電話　８３．公売電話
変更履歴　８４．公売土地　８５．公売土地変更履歴　８６．更正課税確認　８７．高額医療　８８．国保還付額内訳　８９．国保還付額内訳
_保管分　９０．国保更正確認一覧　９１．国保充当額内訳　９２．国保充当額内訳_保管分　９３．国保所得控除資料発行履歴　９４．差押
その他　９５．差押その他財産　９６．差押その他財産変更履歴　９７．差押その他変更履歴　９８．差押マンション　９９．差押マンション
階表示　１００．差押マンション階表示変更履歴　１０１．差押マンション変更履歴　１０２．差押家屋　１０３．差押家屋階表示　１０４．差押
家屋階表示変更履歴　１０５．差押家屋変更履歴　１０６．差押還付金　１０７．差押還付金変更履歴　１０８．差押給与　１０９．差押給与
変更履歴　１１０．差押共通　１１１．差押共通変更履歴　１１２．差押権利者　１１３．差押権利者変更履歴　１１４．差押債権等　１１５．差
押債権等変更履歴　１１６．差押持分出資金　１１７．差押生命保険　１１８．差押生命保険変更履歴　１１９．差押税目　１２０．差押税目
変更履歴　１２１．差押電話　１２２．差押電話変更履歴　１２３．差押電話明細　１２４．差押電話明細変更履歴　１２５．差押土地　１２５．
差押土地　１２６．差押土地変更履歴　１２７．差押不動産　１２８．差押不動産変更履歴　１２９．差押付属屋　１３０．差押付属屋変更履
歴　１３１．差押敷地権　１３２．差押敷地権変更履歴　１３３．差押預貯金　１３４．差押預貯金変更履歴　１３５．財務会計連携_排他管理
１３６．財務会計連携データ_13204　１３７．財務会計連携データ中間_13204　１３８．財務会計連携データ累積_13204　１３９．指定番号
修正依頼発行履歴　１４０．事象　１４１．時効中断停止　１４２．時効中断停止税目　１４３．時効予定日入力　１４４．時効予定日入力税
目　１４５．執行停止　１４６．執行停止税目　１４７．取込中間テーブル　１４８．取込中間テーブル_MPN　１４９．取込中間テーブル_振替
１５０．取込中間テーブル_特徴　１５１．取込中間テーブル_特徴MT　１５２．取込中間テーブル_年特　１５３．充当票ワーク　１５４．充当
明細　１５５．充当明細_保管分　１５６．処理てん末　１５７．処理状況管理　１５８．所有権移転納税者　１５９．承認　１６０．消込結果　１
６１．証明書停止　１６２．生保調査　１６３．税額期別　１６４．税額期別_異動分　１６４．税額期別_異動分　１６５．税額期別_仮徴収　１６
６．税額期別_退避分　１６６．税額期別_退避分　１６７．税額期別_保管分　１６８．税額更正履歴_確認リスト用　１６９．税額通知書　１７
０．税額通知書_異動分　１７１．税額通知書_仮徴収　１７２．税額通知書_欠損分_時効　１７３．税額通知書_欠損分_執行停止　１７４．税
額通知書_退避分　１７５．税額通知書_保管分　１７６．税額通知書枝番付様分コード付　１７７．税額変更履歴　１７８．税額変更履歴_仮
徴収　１７９．税額変更履歴_保管分　１８０．前回確報取込結果　１８１．前回速報データ取込結果　１８２．前回納付書取込結果　１８３．
前回納付書取込結果_年特　１８４．前処理コンビニ確報データ　１８５．前処理コンビニ速報データ　１８６．全納チェック中間テーブル　１
８７．他業務電話　１８８．担保その他　１８９．担保マンション　１９０．担保マンション階表示　１９１．担保家屋　１９２．担保家屋階表示
１９３．担保土地　１９４．担保付属屋　１９５．担保敷地権　１９６．貯金調査　１９７．帳票備考欄管理　１９８．帳票用連絡先　１９９．徴収
猶予　２００．徴収猶予セットアップ　２０１．徴収猶予税目　２０２．調査マンション　２０３．調査マンション階表示　２０４．調査家屋　２０
５．調査家屋階表示　２０６．調査還付　２０７．調査給料　２０８．調査共通　２０９．調査携帯　２１０．調査生保　２１１．調査定型文　２１
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５．調査家屋階表示　２０６．調査還付　２０７．調査給料　２０８．調査共通　２０９．調査携帯　２１０．調査生保　２１１．調査定型文　２１
２．調査電話　２１３．調査土地　２１４．調査付属屋　２１５．調査敷地権　２１６．調査文言表示　２１７．調査預貯金　２１８．追徴延滞金
２１９．通番発送履歴　２２０．特記履歴　２２１．特徴個人更正履歴　２２２．特徴個人税額　２２３．特徴個人税額_異動分　２２４．特徴自
動充当中間テーブル　２２５．特徴納入データ　２２６．特徴納付サービス_累積　２２７．督催引抜　２２８．督催告停止　２２９．督催告停止
税目　２３０．読取_MPNエラー　２３１．読取_MPNワーニング　２３２．読取_アンマッチ　２３３．読取_延滞金のみ納付　２３４．読取_金額不
一致　２３５．読取_収入明細　２３６．読取_全納チェック　２３７．読取_特徴自動充当　２３８．読取_特徴納入明細　２３９．読取_翌年度課
税　２４０．納期特例　２４１．納期特例税目　２４２．納税証明書発行履歴_13204　２４３．納税証明書発行履歴明細_13204　２４４．納付
区分変換　２４５．納付受託　２４６．納付受託計画　２４７．納付受託税目　２４８．納付受託明細　２４９．納付書エラーリスト　２５０．納付
書更正履歴　２５１．納付書取込_排他管理　２５２．納付書振替集計　２５３．納付書振替集計_帳票用　２５４．納付書発行履歴　２５５．
納付書変更履歴　２５６．納付書変更履歴_保管分　２５７．納付書履歴　２５８．納付書履歴_退避分　２５９．納付書履歴_保管分　２６０．
納付書履歴メモ　２６１．納付書履歴中間　２６２．配当　２６３．配当割譲渡割異動データ　２６４．配当割譲渡割還付データ取込履歴　２
６５．配当割譲渡割還付明細　２６６．配当割譲渡割還付戻入履歴　２６７．配当割譲渡割財務会計連携明細　２６８．配当者　２６９．配
当者変更履歴　２７０．配当変更履歴　２７１．配当明細　２７２．配当明細変更履歴　２７３．XX発行履歴　２７４．不納欠損　２７５．不納
欠損_即時分　２７６．不納欠損_保管分　２７７．不納欠損税目　２７８．不納欠損税目_即時分　２７９．不納欠損税目_保管分　２８０．賦課
口座要件　２８１．賦課更正情報　２８２．賦課収納連携　２８２．賦課収納連携　２８３．賦課収納連携制御　２８４．賦課収納連携履歴　２
８５．分納誓約　２８６．分納誓約計画　２８７．分納誓約税目　２８８．変換前配当割譲渡割還付データ　２８９．変換前編集後OCRデータ
２９０．抹消分税額期別　２９１．抹消分税額期別_保管分　２９２．抹消分税額通知書　２９３．抹消分税額通知書_保管分　２９４．予定者
２９５．預金調査　２９６．累積不一致　２９７．口座振替委託者管理　２９８．口座振替作成条件　２９９．口座振替収納日設定　３００．口
座振替集計　３０１．口座振替対象者　３０２．口座振替対象者管理　３０３．口座振替対象者管理_移行時　３０４．口座振替対象者管理_
分納　３０５．口座振替媒体作成　３０６．口座振替履歴管理　３０７．全税目分口座振替結果　３０８．特徴口座振替委託者管理　３０９．
特徴口座振替作成条件　３１０．特徴口座振替収納日設定　３１１．特徴口座振替集計　３１２．特徴口座振替対象者管理　３１３．特徴
口座振替履歴管理
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 必要な情報以外を入手するこ
とを防止するための措置の内
容

１．申告・申請又は届出等情報の入手については、必要な情報のみを記載する様式とし、必要な情報以
外は記載しないようにしている。また、システムにおいても必要な情報以外入力できないよう制限し、必
要な情報以外を入手することを防止している。
２．庁内データ連携は業務上必要な項目のみとすることをシステム上担保する。
３．審査システム（eLTAX）及び国税連携システム（eLTAX）では、上記「対象者以外の情報の入手を防止
するための措置の内容」欄に記載のとおり、各入手元からの情報に設定された提出先により、対象者以
外の情報が入手できないようシステムで制御するとともに、法令等により定められた様式を用いること
で、必要な情報以外を入手できないようシステムで制御している。

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※（７．リスク１⑨を除く。）

 ２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

１．本人等からの入手
　（１）窓口での申請書等の受付の場合は記載指導により本人以外の情報を記載させないようにする。
　（２）窓口での個人番号カードその他本人確認書類の確認を厳格に取扱職員に行わせる。
２．本市他部署、官公署等、他団体等及び民間事業者からの入手
　（１）審査システム（eLTAX）・国税連携システム（eLTAX）等を通じて提出された課税資料の個人番号及
び基本４情報は、本市保有情報と手順書に基づいたバッチ処理によって突合し、チェックした上で入手し
ている。
　（２）本市の課税対象者以外の課税資料が誤って本市に送付されてきた場合、速やかに該当の市区町
村に回送する。
　（３）審査システム（eLTAX）では、申告等の手続を行おうとしている者からしか情報を受け付けず、対象
者以外の情報の入手ができないようシステムで制御している。国税連携システム（eLTAX）で所得税申告
書等データを入手する際には、国税庁が本市を送信先と設定した対象者以外の情報が入手できないよ
うシステムで制御している。

 １．特定個人情報ファイル名

税総合情報ファイル

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

 リスク２：　不適切な方法で入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

１．届出・申請等の際に記載する書類には使用目的の記入項目があり、入手元が使用目的を認識しな
がら、記載できるようにしている。
２．照会と登録は業務システム端末からのアクセスするのみで、利用者も制限されるため、それ以外の
方法でのアクセスはできないシステムとして担保する。
３．申告・申請又は届出等情報の受付は、本市施設内又は郵送としている。また、申告書等については
本市を送付先とすることで、詐取・奪取を防止している。
４．審査システム（eLTAX）からの入手分について、申告等の手続を行う者が、地方税法等の規定に基づ
き申告書等を提出する際には、法令等において手続に必要な事項を規定した様式を示していることか
ら、申告等の手続を行う者は個人番号の記載が必要であると認識した上で申告書等を提出することとな
る。
５．国税連携システム（eLTAX）からの入手分について、特定個人情報の入手元である国税庁は、使用
目的が法令に基づくものであることを理解した上で提供を行うこととなる。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

-19-

mm230076
線



リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 入手の際の本人確認の措置
の内容

１．窓口において、対面で本人確認資料の提示を受け、本人確認を行う。
（１）本人確認書類Ａ（注１）から１点（保有していない場合は本人確認書類Ｂ（注２）から２点、又は本人

確認書類Ｂと本人確認書類Ｃ（注３）を１点ずつ）確認する。
　（注１）官公署が発行した写真付の本人確認書類Ａ（個人番号カード等）
　（注２）官公署が発行した写真なしの本人確認書類Ｂ（国民健康保険証等）
　（注３）その他、本人の名前が確認できる書類Ｃ（学生証、社員証等）
２．審査システム（eLTAX）からの入手分については、署名用電子証明書及び当該電子証明書により確
認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けることにより確認する。
３．国税連携システム（eLTAX）からの入手分については、特定個人情報の入手元が番号法第１６条の
規定に基づき、本人確認を行った上で情報を入手していることが前提となっており、本市が当該入手元
から入手する際は番号法第１６条が適用されない。

 個人番号の真正性確認の措
置の内容

１．住民からの申告情報の入手については、本人の個人番号カード又は通知カード、身分証明書の提示
や窓口での聞き取りに基づき、宛名管理システム等と照合することにより個人番号の真正性確認を行っ
ている。
２．他団体からの申告情報の入手については、1件ごとに基本4情報に基づいて課税対象者と合致する
かを確認している。
３．審査システム（eLTAX）又は国税連携システム（eLTAX）からの入手分については、税務システムは宛
名システムと連携して個人番号を保有しており、申告データ等を審査システム（eLTAX）から税務システ
ムに登録する際に、真正性確認をする。

 特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

１．入手された情報については、窓口での聞き取りや添付書類との照合等を通じて確認することで正確
性を確保している。
２．システムへの入力・修正・削除を行う際は入力内容に誤りがないようダブルチェックを行っている。
３．収集した資料により入手した情報に変更が生じた場合は、職権で適宜修正している。
４．審査システム（eLTAX）からの入手分については、地方税ポータルセンタ（eLTAX）で受付を行った情
報を原本として保存するシステムであるため、受領した情報をそのまま保管することとなる。
５．国税連携システム（eLTAX）からの入手分については、正確性の確保は特定個人情報の入手元であ
る国税庁に委ねられる。

 その他の措置の内容 ―

リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

＜選択肢＞]

]

 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

―

リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

リスクに対する措置の内容

１．窓口での収受は、対面で行う。
２．地方税ポータルシステムによる入手は、パスワード管理により特定の職員以外が使用できない仕組
みであり専用回線・専用機での作業により情報漏えい・紛失を防いでいる。
３．庁内データ連携については、外部ネットワークから遮断された独自のネットワークで運用している。
４．国税庁から地方税ポータルセンタ（eLTAX）までは、専用回線を利用するとともに、暗号化通信を行っ
ている。
５．地方税ポータルセンタ（eLTAX）から国税連携システム（eLTAX）までは、閉域網である総合行政ネット
ワーク（ＬＧＷＡＮ）を利用するとともに、暗号化通信を行っている。

リスクへの対策は十分か [ 十分である
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 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 リスク２：　権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

 ユーザ認証の管理 [ 行っている

 宛名システム等における措置
の内容

１．個人番号利用事務以外の業務では、個人番号が含まれない画面表示とする。
２．個人番号利用事務以外の業務から要求があった場合は、個人番号が含まれない情報のみを提供
し、個人番号には一切アクセスできないよう連携構築し、アクセス制御をする。

 事務で使用するその他のシス
テムにおける措置の内容

１．適切なアクセス制御を講じることで、必要な個人番号にのみアクセスできるようにする。
２．適切なアクセス制御を講じることで、必要な情報にのみアクセスできるようにする。

 その他の措置の内容 ―

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

1） 行っている 2） 行っていない
＜選択肢＞]

 具体的な管理方法

１．発効管理
　（１）アクセス権限と業務の対応表を作成する。
　（２）業務ごとに更新権限の必要があるか、照会権限のみでよいかを確認し、各所属長が業務に必要な
アクセス権限のみを申請する。
　（３）申請に対して、システムの管理者が確認の上、アクセス権限を付与する。
２．失効管理
　（１）権限を有していた職員等の異動退職情報を確認し、異動退職があった際は、各所属長が当該IDの
失効を申請する。その申請に基づき、システムの管理者は、速やかに失効処理をする。

 アクセス権限の管理 [ 行っている

 具体的な管理方法

１．ユーザIDによる識別と生体認証による本人認証を実施しており、認証後は利用機能の認可機能によ
り、そのユーザがシステム上で利用可能な機能を制限することで、不正利用が行えない対策を実施して
いる。
２．システムを利用できる端末を制限することにより、不要な端末からの利用ができないような制限を実
施している。
３．不正アクセス行為を防ぐ措置として、外部からの侵入を防ぐためのファイアウォールの設置とウィルス
対策ソフトの導入を行っている。

 アクセス権限の発効・失効の
管理

[ 行っている ＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない]

]

 具体的な管理方法

１．共用ユーザIＤは発行せず、必ず個人に対しユーザＩＤを発行する。
２．失効時にはシステムの権限だけでなく、端末にログインするためのアカウントも停止させる。
３．新たなシステムや機能が発生した場合には定期的に権限管理を見直すとともに、発生しない場合で
も最低四半期に一度は各所属長が管理テーブルを確認する。

 特定個人情報の使用の記録

 具体的な方法

１．操作者による認証から認証解除を行うまでの間、操作処理記録を残す（操作者がどの個人に対して
照会・異動・証明発行を行ったかを記録する。）。
２．一括処理や自動実行等による処理についても、処理記録を管理する。
３．定期的に、記録事項に問題がないか点検する。

記録を残している[ 2) 記録を残していない1） 記録を残している
＜選択肢＞]

 リスクに対する措置の内容
従業者が利用可能なシステムは、それぞれの事務分担に応じ制限されており、不必要な情報にはアクセ
スできない措置を講じている。また、システムの操作者を対象に情報セキュリティに関する研修を年1回
実施している。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か [ 十分である 2） 十分である1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

＜選択肢＞]

 リスク３：　従業者が事務外で使用するリスク

 ３．特定個人情報の使用

 リスク１：　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]
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 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

―

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞]

 リスク４：　特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク

 リスクに対する措置の内容

１．システムのログインに対し、生体認証を実施する。
２．職員等を対象とした情報セキュリティ研修を実施する。
３．他市町村や行政機関において発生したセキュリティ事故等について、情報共有し、対策状況を確認す
る。
４．システムの操作者が、退職や別部門へ異動する場合は、速やかに利用権限の変更・抹消を申請する
よう各所属長に周知する。
５．個人情報が記載されている印刷物は、施錠できるキャビネットに保管し、廃棄時は本市の機密ごみの
廃棄ルールに従って処理する。また、外部業者による処理の場合は、セキュリティに関する覚書等を取り
交わし、溶解証明書等の提出を義務付ける。
６．機密性の高い情報を電子メールにより送信することを原則禁止とする。
７．端末に対するUSBメモリの使用及びUSB機器の接続制限をする。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である
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 委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク
 委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク
 委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク
 委託契約終了後の不正な使用等のリスク
 再委託に関するリスク

 情報保護管理体制の確認

 特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限

] 委託しない

[ 制限している

１．「機密情報の取扱いに関する覚書」を取り交す。
２．外部委託業者の選定に際しては松戸市情報セキュリティポリシー等に従い、各所属長が業者の個人
情報保護管理の体制が適切かどうかを事前に確認する。
３．個人情報の保護に関する規程、組織的安全確認管理措置、人的安全管理措置、技術的安全管理措
置、物理的安全管理措置、利用者の認証、許可、操作ログの記録方法等を確認し、水準に満たない業
者とは委託契約を交わさない。

[ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

2） 制限していない1） 制限している
＜選択肢＞]

 具体的な制限方法
１．委託業務に係る実施体制の提出を義務付ける。
２．委託業者に対し、機密保持誓約書を提出させる。
３．機密保持誓約書の提出があった者のみにシステムの操作権限を付与する。

 特定個人情報ファイルの取扱
いの記録

[ 記録を残している

] 1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

2） 記録を残していない1） 記録を残している
＜選択肢＞]

 具体的な方法
システムにより作業者及び作業内容の操作ログを記録する。なお、操作ログ保持期間は最低１年間とす
る。

 特定個人情報の提供ルール [ 定めている

1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞]

1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

 委託先から他者への
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

１．委託契約に基づき電子情報の目的外利用及び第三者への提供を禁止する。
２．個人情報等の管理状況等について、随時報告を求め、調査を行う。

 委託元と委託先間の
提供に関するルールの
内容及びルール遵守
の確認方法

１．委託契約に基づき電子情報の目的外利用及び第三者への提供を禁止する。
２．個人情報等の管理状況等について、随時報告を求め、調査をする。
３．市が指定した場所以外へ個人情報等を持ち出す場合には、業務所管課長から、事前に書面で承諾
を得る。

 特定個人情報の消去ルール [ 定めている

 規定の内容

１．管理責任者等を含め、人員、業務の管理体制を、あらかじめ文書で提出する。
２．直接又は間接に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委託契約終了後も同様とする。
３．許可なしにデータを指示目的以外に使用し、又は第三者へ提供してはならない。
４．許可なしにデータを複写又は複製してはならない。
５．必要と認めたときは、委託先に対して業務の処理状況の調査及び報告を求めることができる。

 再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
確保

[ 十分に行っている

ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

１．委託契約に基づき、提供した個人情報全てについて消去義務を課す。
２．委託契約に基づき、特定個人情報等の管理状況等について、必要があれば随時報告を求め、調査
をする。

 委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

定めている[

3） 十分に行っていない
1） 特に力を入れて行っている] 4） 再委託していない

2） 十分に行っている
＜選択肢＞

]

 具体的な方法
委託契約に基づき再委託等を禁止し、業務の処理を第三者に再委託し、又は、請け負わせてはならな
い。ただし、あらかじめ書面により本市の承諾を得た場合は、この限りではないと定めている。

 その他の措置の内容
委託契約と同様に、再委託先の情報資産の保護体制、方法等をあらかじめ調査及び確認するとともに、
秘密保持等のため、その代表者及び従事者から誓約書を徴収する。

リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞]

 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

―
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 その他の措置の内容
１．「電算室への入出権限」及び「特定個人情報ファイルを取り扱うシステムへのアクセス権限」を有する
者を厳格に管理し、情報の持ち出しを制限する。
２．媒体により情報を提供する場合、別途、情報取得依頼票による事前の申請を必要とする。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 特定個人情報の提供・移転に
関するルール

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

１．番号法などの法令等に基づく事務以外には提供・移転は行わない。
２．提供及び移転の記録を残し、法令に基づかない利用がないか確認する。
３．審査システム（eLTAX）又は国税連携システム（eLTAX）を利用した特定個人情報の提供について、
データ作成や情報の格納、地方税ポータルセンタ（eLTAX）への送信方法は、あらかじめ定められた手順
に沿って行われ提供処理を行っている。
４．国税連携システム（eLTAX）では、特定個人情報の提供は、番号法施行規則第20条第3号の規定に
基づき、電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における
安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準（平成25年総務省告示第206号）に従って
行っている。

定めている[ ] 1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 リスク３：　誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

１．データの提供・移転は、管理者権限を付与された者のみが行う。
２．許可された提供・移転先にのみデータを提供・移転する仕組みを備え、厳格に確認・管理する。
３．審査システム（eLTAX）又は国税連携システム（eLTAX）において、特定個人情報の提供処理を行う場
合、税務担当者ＩＤ及び暗証番号により利用できる職員しか提供することができず、提供方法はシステム
の機能で決められており、決められた情報のみ提供する
４．提供処理の際にシステムに格納するデータには利用者ID又は特別徴収義務者コードがあり、それに
より提供先が設定されることで、提供先以外の者が入手することを防止している。
５．本市と国税庁との間の情報連携については、提供先として国税庁以外を設定することはできない仕
様になっている。
６．本市から地方税ポータルセンタ（eLTAX）までは閉域網である総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）が利
用され、暗号化通信がされている。地方税ポータルセンタ（eLTAX）から国税庁までは、専用回線が利用
され、暗号化通信がされており、決められた情報のみを提供するようにシステム的に担保している。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 リスク２：　不適切な方法で提供・移転が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

１．許可した提供・移転先のみにデータを提供・移転する機能を整備し、厳格に管理する。
２．提供・移転に関する運用方法及び手続を明確なものとし、周知する。
３．審査システム（eLTAX）又は国税連携システム（eLTAX）において特定個人情報の提供処理を行う場
合、税務担当者ＩＤ及び暗証番号により利用できる職員しか提供することができず、提供方法はシステム
の機能で決められている。
４．提供処理の際にシステムに格納するデータには利用者ID又は特別徴収義務者コードがあり、それに
より提供先が設定される。
５．地方税ポータルセンタ（eLTAX）への送信には閉域網である総合行政ネットワーク（LGWAN）を用いて
おり、データは暗号化をしている。
６．国税連携システム（eLTAX）では、特定個人情報の提供は、番号法施行規則第20条第3号の規定に
基づき、電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における
安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準（平成25年総務省告示第206号）に従って
行っている。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

 具体的な方法

１．庁内共通連携基盤システムを利用した情報の提供・移転は全て記録を残しており、どのシステムから
提供・移転があったかまで記録する。
２．審査システム（eLTAX）を利用して給与支払者又は公的年金支払者へ提供する特定個人情報につい
ては、送信処理の際に、提供した情報のファイル名、送信処理の日時及び結果等が審査システム
（eLTAX）に記録される。
３．国税連携システム（eLTAX）を利用して国税庁へ提供する特定個人情報については、送信処理の際
に、データ登録を行った職員名や送信日時、送信先団体名等が国税連携システム（eLTAX）に記録され
る。

] 提供・移転しない

記録を残している[

[

 リスク１：　不正な提供・移転が行われるリスク

 特定個人情報の提供・移転
の記録

 ５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

1） 記録を残している 2） 記録を残していない
＜選択肢＞]
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リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

リスクに対する措置の内容

１．庁内連携基盤システムによる措置
（１）特定個人情報の入手は、権限を付与された者のみが行う。
（２）特定個人情報の入手について、操作ログの確認・管理・点検をする。

２．中間サーバ・ソフトウェアにおける措置
（１）情報照会機能（注1）により情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供許可

証の発行と照会内容の照会許可用照合リスト（注2）との照合を情報提供ネットワークシステムに求め、
情報提供ネットワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。つま
り、番号法上認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており、目的外提供やセキュリティ
リスクに対応している。

（２）中間サーバの職員認証・権限管理機能（注3）では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログ
アウトを実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切
なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。

（注1）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の照会及び照会した情報の受領を行う機
能。
（注2）番号法別表第二及び第１９条第８号に基づき、事務手続ごとに情報照会者、情報提供者、照会・提
供可能な特定個人情報をリスト化したもの。
（注3）中間サーバを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報
へのアクセス制御を行う機能。

リスクへの対策は十分か [ 十分である

 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対す
る措置

１．番号法などの法令等で定められた相手方に対し、提供・移転先に応じた項目のみを提供・移転できる機能をシステム上で構築する。

] 接続しない（提供）[] 接続しない（入手）[ ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

3） 課題が残されている

リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

リスクに対する措置の内容

１．庁内共通連携基盤システムにおける措置
　入手した情報について、内容の充分な確認を複数名で行う。
２．中間サーバ・ソフトウェアにおける措置
　中間サーバは、個人情報保護委員会との協議を経て、総務大臣が設置・管理する情報提供ネットワー
クシステムを使用して、情報提供用個人識別符号によりひも付けられた照会対象者に係る特定個人情
報を入手するため、正確な照会対象者に係る特定個人情報を入手することが担保されている。

リスクへの対策は十分か [ 十分である

リスク２：　安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク

リスクに対する措置の内容

１．庁内共通連携基盤システムにおける措置
（１） 特定個人情報の入手は、権限を付与された者のみが行う。
（２） 特定個人情報の入手について、操作ログの確認・管理・点検をする。

２．中間サーバ・ソフトウェアにおける措置
　中間サーバは、個人情報保護委員会との協議を経て、総務大臣が設置・管理する情報提供ネットワー
クシステムを使用した特定個人情報の入手のみを実施できるように設計されるため、安全性が担保され
ている。
３．中間サーバ･プラットフォームにおける措置

（１） 中間サーバと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持
した行政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ））を利用することにより、安全性を確保し
ている。

（２） 中間サーバと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、
通信を暗号化することで安全性を確保している。

リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞
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] 1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている

 リスク５：　不正な提供が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

１．庁内共通連携基盤システムにおける措置
　（１）庁内共通連携基盤システムへのシステム接続は、認証されたシステムのみが可能となっている。
　（２）庁内共通連携基盤システムへのシステム接続は、ID、パスワードが必要であり、庁内共通連携基
盤システムへの設定が行われたシステムのみが接続可能である。
　（３）通常のシステム操作権限を持つユーザでは、庁内共通連携基盤システムの接続は不可能であり、
管理者のみが設定できるとともにサーバにアクセスできる。
２．中間サーバ・ソフトウェアにおける措置
　（１）情報提供機能（注）により、情報提供ネットワークシステムにおける照会許可用照合リストを情報提
供ネットワークシステムから入手し、中間サーバにも格納して、照会許可用照合リストに基づき情報連携
が認められた特定個人情報の提供の要求であるかチェックを実施している。
　（２）情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供ネット
ワークシステムから情報提供許可証と情報照会者へたどり着くための経路情報を受領し、照会内容に対
応した情報を自動で生成して送付することで、特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。
　（３）特に慎重な対応が求められる情報については自動応答を行わないように自動応答不可フラグを設
定し、特定個人情報の提供を行う際に、送信内容を改めて確認し、提供を行うことで、センシティブな特
定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。
　（４）中間サーバの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウト
を実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオン
ライン連携を抑止する仕組みになっている。

（注）情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供の要求の受領及び情報提供を行う
機能。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

１．庁内連携基盤システムによる措置
　（１）特定個人情報の入手は、権限を付与された者のみが行う。
　（２）特定個人情報の入手について、操作ログの確認・管理・点検をする。
２．中間サーバ・ソフトウェアにおける措置
　（１）中間サーバと既存システム、情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみ
を実施するため、漏えい・紛失のリスクに対応する。（注）
　（２）既存システムからの接続に対し認証を行い、許可されていないシステムからのアクセスを防止する
仕組みを設けている。
　（３）情報照会が完了又は中断した情報照会結果については、一定期間経過後に当該結果を情報照会
機能において自動で削除することにより、特定個人情報が漏えい・紛失するリスクを軽減している。
　（４）中間サーバの職員認証・権限管理機能ではログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログオフを実
施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末操作や不適切なオンライン連
携を抑止する仕組みになっている。
　（注）中間サーバは、情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報を送信する際、送信する
特定個人情報の暗号化を行っており、照会者の中間サーバでしか復号できない仕組みになっている。そ
のため、情報提供ネットワークシステムでは復号されないものとなっている。
３．中間サーバ・プラットフォームにおける措置
　（１）中間サーバと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は高度なセキュリティを維持した
行政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ））を利用することにより、漏えい・紛失のリスク
に対応している。
　（２）中間サーバと団体についてはＶＰＮ等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、
通信を暗号化することで漏えい・紛失のリスクに対応している。
　（３）中間サーバ・プラットフォーム事業者の業務は、中間サーバ・プラットフォームの運用、監視、障害
対応等であり、業務上、特定個人情報へはアクセスできない。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

3） 課題が残されている
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]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている

 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

１．中間サーバ・ソフトウェアにおける措置
（１）中間サーバの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウトを実施した職員、時刻、操作内

容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。
（２）情報連携においてのみ、情報提供用個人識別符号を用いることがシステム上担保されており、不正な名寄せが行われるリスクに

対応している。
２．中間サーバ・プラットフォームにおける措置

（１）中間サーバと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク（総合
行政ネットワーク等）を利用することにより、安全性を確保している。

（２）中間サーバと団体については、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通信を暗号化することで安全性を確保している。
（３）中間サーバ・プラットフォームでは、特定個人情報を管理するデータベースを地方公共団体ごとに区分管理（アクセス制御）してお

り、中間サーバ・プラットフォームを利用する団体であっても他団体が管理する情報には一切アクセスできない。
（４）本市の保有する特定個人情報の管理を本市のみが行うことにより、中間サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事業者におけ

る情報漏えい等のリスクを極小化する。

2） 十分である
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である

リスク７：　誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク

リスクに対する措置の内容

１．庁内共通連携基盤システムにおける措置
（１）庁内共通連携基盤システムへのシステム接続は、直接ユーザによる情報提供は不可能であり、認

証されたシステムからの情報連携でのみ可能となっている。
（２）庁内共通連携基盤システムへのシステム接続は、認証されたシステムのみが可能となっている。
（３）庁内共通連携基盤システムへのシステム接続は、ID、パスワードが必要であり、庁内共通連携基

盤システムへの設定が行われたシステムのみが接続可能である。
（４）通常のシステム操作権限を持つユーザでは、庁内共通連携基盤システムの接続は不可能であり、

管理者のみが設定できるとともにサーバにアクセスできる。
２．中間サーバ・ソフトウェアにおける措置

（１）情報提供機能により、情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供許可証と
情報照会者への経路情報を受領した上で、情報照会内容に対応した情報提供をすることで、誤った相手
に特定個人情報が提供されるリスクに対応している。

（２）情報提供データベース管理機能（注）により、「情報提供データベースへのインポートデータ」の形
式チェックと、接続端末の画面表示等により情報提供データベースの内容を確認できる手段を準備する
ことで、誤った特定個人情報を提供してしまうリスクに対応している。

（３）情報提供データベース管理機能では、情報提供データベースの副本データを既存業務システムの
原本と照合するためのエクスポートデータを出力する機能を有している。
（注）特定個人情報を副本として保存・管理する機能。

リスクへの対策は十分か [ 十分である

リスク６：　不適切な方法で提供されるリスク

リスクに対する措置の内容

１．庁内共通連携基盤システムにおける措置
（１）庁内共通連携基盤システムへのシステム接続は、認証されたシステムのみが可能となっている。
（２）庁内共通連携基盤システムへのシステム接続は、ID、パスワードが必要であり、庁内共通連携基

盤システムへの設定が行われたシステムのみが接続可能である。
（３）通常のシステム操作権限を持つユーザでは、庁内共通連携基盤システムの接続は不可能であり、

管理者のみが設定できるとともにサーバにアクセスできる。
２．中間サーバ・ソフトウェアにおける措置

（１）セキュリティ管理機能（注）により、情報提供ネットワークシステムに送信する情報は、情報照会者
から受領した暗号化鍵で暗号化を適切に実施した上で提供を行う仕組みになっている。

（２）中間サーバの職員認証・権限管理機能では、ログイン時の職員認証の他に、ログイン・ログアウト
を実施した職員、時刻、操作内容の記録が実施されるため、不適切な接続端末の操作や、不適切なオン
ライン連携を抑止する仕組みになっている。
（注）暗号化・復号機能と、鍵情報及び照会許可用照合リストを管理する機能。
３．中間サーバ・プラットフォームにおける措置

（１）中間サーバと既存システム、情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持し
た行政専用のネットワーク（総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ））を利用することにより、不適切な方法で提
供されるリスクに対応している。

（２）中間サーバと団体についてはVPN等の技術を利用し、団体ごとに通信回線を分離するとともに、通
信を暗号化することで漏えい･紛失のリスクに対応している。

（３）中間サーバ・プラットフォームの保守・運用を行う事業者においては、特定個人情報に係る業務に
はアクセスができないよう管理を行い、不適切な方法での情報提供を行えないよう管理している。

リスクへの対策は十分か [ 十分である

＜選択肢＞
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 ②安全管理体制

 ７．特定個人情報の保管・消去

 リスク１：　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

[

[

]

]

政府機関ではない

十分に整備している

4） 政府機関ではない3） 十分に遵守していない

3） 十分に整備していない

 ⑤物理的対策

 具体的な対策の内容

１．本市における措置
　（１）住民からの届出書等については、施錠できるキャビネット等に保管する。
　（２）セキュリティ区域を明確にし、入退室を管理する。
　（３）許可された者のみ、定められた方法により電算室への入室を可能とする。
　（４）電算室内には生体認証設備及び監視カメラを設置する。
　（５）バックアップ媒体は、電算室内の施錠管理されている場所で保管する。
　（６）停電（落雷等）によるデータ消失を防ぐため、各サーバに無停電電源装置を付設する。
２．中間サーバ・プラットフォームにおける措置
　中間サーバ・プラットフォームをデータセンターに構築し、設置場所への入退室者管理、有人監視及び
施錠管理することとしている。また、設置場所はデータセンター内の専用の領域とし、他テナントとの混在
によるリスクを回避する。
３．審査システム（eLTAX）、国税連携システム（eLTAX）における措置
　審査システム（eLTAX）、国税連携システム（eLTAX）は認定委託先事業者所有のデータセンターに構
築し、設置場所への入退室者管理、有人監視及び施錠管理することとしている。

 ③安全管理規程

 ④安全管理体制・規程の職
員への周知

十分に行っている

[

[

[

]

]十分に周知している

十分に整備している

3） 十分に行っていない
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞

2） 十分に周知している1） 特に力を入れて周知している
＜選択肢＞

2） 十分に整備している1） 特に力を入れて整備している

 ⑥技術的対策

 具体的な対策の内容

１．本市における措置
　（１）コンピュータウィルス対策ソフトウェアを導入し、ウィルスチェックを行う。また、最新の不正プログラ
ムに対応するため、定期的にウィルスパターンの更新をする。
　（２）不正アクセスを防止するため、ファイヤーウォールを設置する。
２．中間サーバ・プラットフォームにおける措置
　（１）中間サーバ・プラットフォームではＵＴＭ（コンピュータウィルスやハッキングなどの脅威からネット
ワークを効率的かつ包括的に保護する装置）等を導入し、アクセス制限、侵入探知及び侵入防止を行う
とともに、ログの解析をする。
　（２）中間サーバ・プラットフォームでは、ウィルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新をする。
　（３）導入しているＯＳ及びミルドウェアについて、必要に応じてセキュリティパッチの適用をする。
３．審査システム（eLTAX）、国税連携システム（eLTAX）における措置
　（１）開発環境と運用環境は分離されており、さらに業務端末と事務用端末も分離されている。
　（２）アカウントは申請に基づき、データセンターの責任者の承認をもって作成する。
　（３）全てのアカウントは毎月一回、利用状況等を点検している。また、アカウントのパスワードは四半期
に一度変更している。
　（４）外部からのアクセスはＬＧＷＡＮのみ許可している。

十分に行っている

十分に行っている

十分に行っている

[

[

[

3） 十分に行っていない
2） 十分に行っている1） 特に力を入れて行っている

＜選択肢＞

 ⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

[ 発生なし

 その内容 ―

 再発防止策の内容 ―

 ⑦バックアップ

 ⑧事故発生時手順の策定・
周知 3） 十分に行っていない

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞]

＜選択肢＞
1） 発生あり 2） 発生なし]

3） 十分に行っていない

]

]

] 1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞

＜選択肢＞

1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
＜選択肢＞

3） 十分に整備していない

3） 十分に周知していない

＜選択肢＞
1） 特に力を入れて遵守している 2） 十分に遵守している ①NISC政府機関統一基準群
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 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

 ⑩死者の個人番号 [ 保管している

 具体的な保管方法
電算室内のサーバで管理しており、生存者の個人番号と同様の方法により安全管理措置を実施してい
る。

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞]

1） 保管している 2） 保管していない
＜選択肢＞]

 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

―

 その他の措置の内容 ―

 リスクへの対策は十分か [ 十分である ]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 手順の内容 電子媒体データ及び申告書等については、保管期間経過後に適切に処理する。

 リスク２：　特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク

 リスクに対する措置の内容
保有する情報について、異動等変更事由が発生した場合、各事務システムによる更新及び権限のある
職員による更新は、システムにより随時自動更新されるため、古い情報のまま保管されるリスクはない。

 リスクへの対策は十分か [ 十分である

1） 定めている 2） 定めていない

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞

＜選択肢＞]

]

 リスク３：　特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク

 消去手順 [ 定めている
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3) 十分に行っていない
2) 十分に行っている1) 特に力を入れて行っている

]十分に行っている[

 ２．従業者に対する教育・啓発

 ②監査

[ ]

＜選択肢＞

 ３．その他のリスク対策

１．中間サーバ･プラットフォームにおける措置
　中間サーバ・プラットフォームを活用することにより、統一した設備環境による高レベルのセキュリティ管理（入退室管理等）、ITリテラシ
の高い運用担当者によるセキュリティリスクの低減及び技術力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用・監視を実現す
る。

１．事務における措置
　年に１回、担当部署内において、評価書の記載内容どおりの運用が行われているか自己点検を実施
する。
２．中間サーバ･プラットフォームにおける措置
　運用規則等に基づき、中間サーバ･プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、定期的に
自己点検を実施する。
３．国税連携システム（eLTAX）における措置
　電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性
及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準（平成25年総務省告示第206号）の達成状況に
ついて、自己評価を実施している。

十分に行っている
 従業者に対する教育・啓発

 具体的な方法

１．本市における措置
　（１）情報セキュリティ研修に併せ、特定個人情報の取扱いについて研修を実施する。
　（２）松戸市情報セキュリティポリシーに準拠し、違反した職員及びその監督責任者は、その重大性、発
生した事案の状況等に応じて、地方公務員法により懲戒処分の対象とする。
２．中間サーバ･プラットフォームにおける措置
　（１）中間サーバ･プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し、セキュリティ研修等を実施
することとしている。
　（２）中間サーバ･プラットフォームの業務に就く場合は、運用規則等について研修を行うこととしてい
る。

3) 十分に行っていない
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている
＜選択肢＞

Ⅳ　その他のリスク対策 ※

 １．監査

 ①自己点検
十分に行っている[

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

 具体的なチェック方法

 具体的な内容

１．中間サーバ・プラットフォーム以外における措置
　評価対象事務を所管する所管課長は、評価書に記載したとおりに運用がなされていること、その他特
定個人情報ファイルの取扱いの適正性について、随時内部監査を行う。また、管理・運用に問題がある
と判断された場合は、松戸市情報セキュリティ監理委員会において、さらにシステム及び事業運用につ
いて監査を実施する。
２．中間サーバ･プラットフォームにおける措置
　運用規則等に基づき、中間サーバ・プラットフォームについて、定期的に監査を行うこととしている。
３．eLTAXにおける措置
　運営する地方税共同機構が、毎年度、情報セキュリティ監査（外部監査）を受けている。
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（手数料額、納付方法：

―

[

[

無料

行っていない

2) 無料1) 有料
＜選択肢＞

）

]

 ２．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 ④個人情報ファイル簿の公表

 個人情報ファイル名

 公表場所

 ⑥個人情報ファイル簿への不
記載等

―

1) 行っている 2) 行っていない
＜選択肢＞]

 ①連絡先
松戸市役所　財務部　税制課
電話番号　０４７－３６６－７３２１

 ②対応方法 問合せの受付時に、その対応について記録を残す。

Ⅴ　開示請求、問合せ
 １．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 ①請求先
松戸市　総務部　総務課　情報公開担当室
電話番号　０４７－３６６－７１０７

 ②請求方法
松戸市個人情報の保護に関する条例第１０条に基づき、個人情報開示請求書に必要事項を記載し、窓
口に提出する。

― 特記事項

―

―

 ③手数料等

 ⑤法令による特別の手続
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 ①実施日

 ②方法

 ④主な意見の内容
なし

なし
 ⑤評価書への反映

令和３年５月２１日

松戸市個人情報保護審議会による点検

 ３．第三者点検

Ⅵ　評価実施手続

 ①方法

―
 ③期間を短縮する特段の理
由

 ２．国民・住民等からの意見の聴取

 ②実施日・期間 令和３年４月７日から令和３年５月６日まで

松戸市ホームページ及び広報まつどにパブリックコメント（意見募集）する旨を記載し、松戸市ホーム
ページ、税制課、行政資料センター、市民活動サポートセンター及び各支所にて、全文を閲覧できるよう
にした。意見の提出は、税制課へ持参、郵便、ＦＡＸ及び電子メールによる。

 １．基礎項目評価

 ①実施日 令和2年7月10日

 ②しきい値判断結果

基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる[ ]

地方税に関する事務における特定個人情報保護評価の全項目評価書は、特定個人情報保護評価指針
（平成26年4月20日特定個人情報保護委員会作成）に規定する適合性及び妥当性があるものと判断さ
れた。ただし、地方税に関する事務における特定個人情報ファイル取扱いは、個人のプライバシー等の
権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識した上で、市民の個人情報の保護のため、評価実施機関
として引き続き十分なリスク対策を講じることを求めるとの付帯意見があった。

 ４．個人情報保護委員会の承認　【行政機関等のみ】

 ①提出日

 ②個人情報保護委員会によ
る審査

 ③結果

4) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない（任意に全項目評価を実施）
3) 基礎項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
2) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
1) 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる
＜選択肢＞
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平成28年6月30日 Ⅰ-6-②法令上の根拠

１．情報提供の根拠
（１）番号法第１９条第７号別表第二第三欄（情
報提供者）が「市町村長」であって、第四欄に
「地方税関係情報」が含まれる項（１、２、３、４、
６、８、９、１１、１６、１８、２３、２６、２７、２８、２
９、３１、３４、３５、３７、３９、４０、４２、４８、５４、
５７、５８、５９、６１、６２、６３、６４、６５、６６、６
７、７０、７１、７４、８０、８４、８７、９１、９２、９４、
９７、１０１、１０２、１０３、１０６、１０７、１０８、１１
３、１１４、１１５、１１６、１１７、１２０の項）

１．情報提供の根拠
（１）番号法第１９条第７号別表第二第三欄（情
報提供者）が「市町村長」であって、第四欄に
「地方税関係情報」が含まれる項（１、２、３、４、
６、８、９、１１、１６、１８、２３、２６、２７、２８、２
９、３１、３４、３５、３７、３９、４０、４２、４８、５４、
５７、５８、５９、６１、６２、６３、６４、６５、６６、６
７、７０、７１、７４、８０、８４、８５の２、８７、９１、９
２、９４、９７、１０１、１０２、１０３、１０６、１０７、１
０８、１１３、１１４、１１５、１１６、１１７、１２０の
項）

事後

項の追加（８５の２）。
特定個人情報保護評価書指
針（平成28年1月1日）の第6-
2-（2）の重要な変更に該当し
ない。
また、その他の項目の変更で
あり事前の提出・公表が義務
付けされていない。

（別添３）変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成28年6月30日
Ⅱ-5　特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く）

提供を行っている（　59）件　移転を行っている（
17）件

提供を行っている（　60）件　移転を行っている（
37）件

事後

提供先の追加及び別紙2の2
を追加したことによる修正。
特定個人情報保護評価書指
針（平成28年1月1日）の第6-
2-（2）の重要な変更に該当し
ない。
また、その他の項目の変更で
あり事前の提出・公表が義務
付けされていない。

平成28年6月30日 Ⅰ-7-②所属長
高木茂人（税制課）、石井常雄（市民税課）、田
中稔（固定資産税課）、高橋義和（収納課）

田中稔（税制課）、町山弘幸（市民税課）、渡辺
武（固定資産税課）、原義之（収納課）

事後

人事異動による修正。
特定個人情報保護評価書指
針（平成28年1月1日）の第6-
2-（2）の重要な変更に該当し
ない。
また、その他の項目の変更で
あり事前の提出・公表が義務
付けされていない。

平成28年6月30日
Ⅱ-5　移転先1-①法令上の根
拠

番号法第９条第１項別表第一及び番号法第９条
第２項に基づく条例

番号法第９条第１項別表第一及び松戸市行政
手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律に基づく個人番号の
利用等に関する条例

事後

条例を制定したことによる修
正。
特定個人情報保護評価書指
針（平成28年1月1日）の第6-
2-（2）の重要な変更に該当し
ない。
また、その他の項目の変更で
あり事前の提出・公表が義務
付けされていない。

平成28年6月30日 Ⅱ-5　移転先1
番号法第９条第１項別表第一及び番号法第９条
第２項に基づく条例に掲げる者

番号法第９条第１項別表第一及び松戸市行政
手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律に基づく個人番号の
利用等に関する条例に掲げる者

事後

条例を制定したことによる修
正。
特定個人情報保護評価書指
針（平成28年1月1日）の第6-
2-（2）の重要な変更に該当し
ない。
また、その他の項目の変更で
あり事前の提出・公表が義務
付けされていない。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成28年6月30日
Ⅲ-5-リスク2 　リスクに対する
措置の内容

６．国税連携システム（eLTAX）では、特定個人
情報の提供は、番号法施行規則第20条第2号
の規定に基づき、電気通信回線その他の電気
通信設備に関する技術基準及び情報通信の技
術の利用における安全性及び信頼性を確保す
るために必要な事項に関する基準（平成25年総
務省告示第206号）に従って行っている。

６．国税連携システム（eLTAX）では、特定個人
情報の提供は、番号法施行規則第20条第3号
の規定に基づき、電気通信回線その他の電気
通信設備に関する技術基準及び情報通信の技
術の利用における安全性及び信頼性を確保す
るために必要な事項に関する基準（平成25年総
務省告示第206号）に従って行っている。

事後

法改正による番号の整備。
特定個人情報保護評価書指
針（平成28年1月1日）の第6-
2-（2）の重要な変更に該当し
ない。
また、その他の項目の変更で
あり事前の提出・公表が義務
付けされていない。

平成28年6月30日

Ⅲ-5-リスク1　特定個人情報
の提供・移転に関するルール
ルールの内容及びルール遵
守の確認方法

４．国税連携システム（eLTAX）では、特定個人
情報の提供は、番号法施行規則第20条第2号
の規定に基づき、電気通信回線その他の電気
通信設備に関する技術基準及び情報通信の技
術の利用における安全性及び信頼性を確保す
るために必要な事項に関する基準（平成25年総
務省告示第206号）に従って行っている。

４．国税連携システム（eLTAX）では、特定個人
情報の提供は、番号法施行規則第20条第3号
の規定に基づき、電気通信回線その他の電気
通信設備に関する技術基準及び情報通信の技
術の利用における安全性及び信頼性を確保す
るために必要な事項に関する基準（平成25年総
務省告示第206号）に従って行っている。

事後

法改正による番号の整備。
特定個人情報保護評価書指
針（平成28年1月1日）の第6-
2-（2）の重要な変更に該当し
ない。
また、その他の項目の変更で
あり事前の提出・公表が義務
付けされていない。

平成28年6月30日

（別紙1）番号法第１９条第７号
別表第二に定める事務
提供先№57

―

・提供先
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法

律第十八条第二項に規定する賃貸住宅の建設
及び管理を行う都道府県知事又は市町村長
・法令上の根拠（別表第二項番号）

85の2
・提供先における用途

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法
律による賃貸住宅の管理に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの
・法令上の根拠（別表第二省令）

未制定

事後

提供先を追加したことによる
修正。
特定個人情報保護評価書指
針（平成28年1月1日）の第6-
2-（2）の重要な変更に該当し
ない。
また、その他の項目の変更で
あり事前の提出・公表が義務
付けされていない。

平成28年6月30日

Ⅲ-7-⑨　過去３年以内に、評
価実施期間において、個人情
報に関する重大事故が発生し
たか

発生あり 発生なし 事後

事故発生が過去３年以内では
なくなったことにより修正。
特定個人情報保護評価書指
針（平成28年1月1日）の第6-
2-（2）の重要な変更に該当し
ない。
また、その他の項目の変更で
あり事前の提出・公表が義務
付けされていない。

平成28年6月30日

（別紙２）番号法第９条第１項
別表第一に定める事務
移転先№5　移転先における
用途（別表第一の第二欄に掲
げる事務）

国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十
二号）による保険給付の支給又は保険料の徴
収に関する事務であって主務省令で定めるもの

国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十
二号）による保険給付の支給、保険料の徴収又
は保健事業の実施に関する事務であって主務
省令で定めるもの

事後

用途（事務）の追加。
特定個人情報保護評価書指
針（平成28年1月1日）の第6-
2-（2）の重要な変更に該当し
ない。
また、その他の項目の変更で
あり事前の提出・公表が義務
付けされていない。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成28年6月30日

（別紙２）番号法第９条第１項
別表第一に定める事務
移転先№12　移転先

保険課
（広域保険担当室）

国民健康保険課
（広域保険担当室）

事後

課名の修正。
特定個人情報保護評価書指
針（平成28年1月1日）の第6-
2-（2）の重要な変更に該当し
ない。
また、その他の項目の変更で
あり事前の提出・公表が義務
付けされていない。

平成28年6月30日

（別紙２の２）松戸市行政手続
における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関す
る法律に基づく個人番号の利
用等に関する条例第４条第１
項別表第１に定める事務

― 新規作成 事後

新規作成。
特定個人情報保護評価書指
針（平成28年1月1日）の第6-
2-（2）の重要な変更に該当し
ない。
また、その他の項目の変更で
あり事前の提出・公表が義務
付けされていない。

平成28年6月30日

（別紙２）番号法第９条第１項
別表第一に定める事務
移転先№12　移転先における
用途（別表第一の第二欄に掲
げる事務）

高齢者の医療の確保に関する法律による後期
高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関
する事務であって主務省令で定めるもの

高齢者の医療の確保に関する法律による後期
高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は保
健事業の実施に関する事務であって主務省令
で定めるもの

事後

用途（事務）の追加。
特定個人情報保護評価書指
針（平成28年1月1日）の第6-
2-（2）の重要な変更に該当し
ない。
また、その他の項目の変更で
あり事前の提出・公表が義務
付けされていない。

平成29年1月31日 Ⅰ-7-②所属長
田中稔（税制課）、町山弘幸（市民税課）、渡辺
武（固定資産税課）、原義之（収納課）

田中稔（税制課）、町山弘幸（市民税課）、渡辺
武（固定資産税課）、原義之（収納課）、髙橋義
和（債権管理課）

事後

人事異動・機構改革による修
正。
特定個人情報保護評価書指
針（平成28年1月1日）の第6-
2-（2）の重要な変更に該当し
ない。
また、その他の項目の変更で
あり事前の提出・公表が義務
付けされていない。

平成29年1月31日 Ⅰ-7-①部署
財務部　税制課、市民税課、固定資産税課、収
納課

財務部　税制課、市民税課、固定資産税課、収
納課、債権管理課

事後

機構改革による修正。
特定個人情報保護評価書指
針（平成28年1月1日）の第6-
2-（2）の重要な変更に該当し
ない。
また、その他の項目の変更で
あり事前の提出・公表が義務
付けされていない。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成29年1月31日
Ⅱ-3-⑦使用の主体　使用部
署

財務部　税制課、市民税課、固定資産税課、収
納課

財務部　税制課、市民税課、固定資産税課、収
納課、債権管理課

事後

機構改革による修正。
特定個人情報保護評価書指
針（平成28年1月1日）の第6-
2-（2）の重要な変更の対象箇
所ではあるが、形式的な変更
のため重要な変更には当たら
ない。
また、その他の項目の変更で
あり事前の提出・公表が義務
付けされていない。

平成29年1月31日 Ⅱ-2-⑥事務担当部署
財務部　税制課、市民税課、固定資産税課、収
納課

財務部　税制課、市民税課、固定資産税課、収
納課、債権管理課

事後

機構改革による修正。
特定個人情報保護評価書指
針（平成28年1月1日）の第6-
2-（2）の重要な変更に該当し
ない。
また、その他の項目の変更で
あり事前の提出・公表が義務
付けされていない。

平成29年7月31日 Ⅰ-6-②法令上の根拠

１．情報提供の根拠
（１）番号法第１９条第７号別表第二第三欄（情
報提供者）が「市町村長」であって、第四欄に
「地方税関係情報」が含まれる項（１、２、３、４、
６、８、９、１１、１６、１８、２３、２６、２７、２８、２
９、３１、３４、３５、３７、３９、４０、４２、４８、５４、
５７、５８、５９、６１、６２、６３、６４、６５、６６、６
７、７０、７１、７４、８０、８４、８５の２、８７、９１、９
２、９４、９７、１０１、１０２、１０３、１０６、１０７、１
０８、１１３、１１４、１１５、１１６、１１７、１２０の
項）

（２）行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律別表第二の主
務省令で定める事務及び情報を定める省令（別
表第二省令）（平成２６年内閣府・総務省令第７
号）第１条、第２条、第３条、第４条、第６条、第７
条、第８条、第１０条、第１２条、第１３条、第１６
条、第１９条、第２０条、第２１条、第２２条、第２
３条、第２５条、第２８条、第３１条、第３２条、第
３３条、第３４条、第３５条、第３６条、第３７条、
第３８条、第３９条、第４０条、第４３条、第４４
条、第４５条、第４７条、第４９条、第５０条、第５
１条、第５３条、第５４条、第５５条、第５８条、第
５９条

１．情報提供の根拠
（１）番号法第１９条第７号別表第二第三欄（情
報提供者）が「市町村長」であって、第四欄に
「地方税関係情報」が含まれる項（１、２、３、４、
６、８、９、１１、１６、１８、２３、２６、２７、２８、２
９、３１、３４、３５、３７、３８、３９、４０、４２、４８、
５４、５７、５８、５９、６１、６２、６３、６４、６５、６
６、６７、７０、７１、７４、８０、８４、８５の２、８７、９
１、９２、９４、９７、１０１、１０２、１０３、１０６、１０
７、１０８、１１３、１１４、１１５、１１６、１１９の項）

（２）行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律別表第二の主
務省令で定める事務及び情報を定める省令（別
表第二省令）（平成２６年内閣府・総務省令第７
号）第１条、第２条、第３条、第４条、第６条、第７
条、第８条、第１０条、第１２条、第１３条、第１６
条、第１９条、第２０条、第２１条、第２２条、第２
３条、第２４条、第２４条の２、第２４条の３、第２
５条、第２６条の３、第２８条、第３１条、第３１条
の２、第３１条の３、第３２条、第３３条、第３４
条、第３５条、第３６条、第３７条、第３８条、第３
９条、第４０条、第４３条、第４３条の３、第４３条
の４、第４４条、第４４条の２、第４５条、第４７
条、第４９条、第４９条の２、第５０条、第５１条、
第５３条、第５４条、第５５条、第５８条、第５９
条、第５９条の２、第５９条の３

事後

１．（１）
項の追加（３８、１１９）。
項の削除（１１７、１２０）。

１．（２）
条の追加（第２４条、第２４条
の２、第２４条の３、第２６条の
３、第３１条の２、第３１条の
３、第４３条の３、第４３条の
４、第４４条の２、第４９条の
２、第５９条の２、第５９条の
３）。
特定個人情報保護評価書指
針（平成28年1月1日）の第6-
2-（2）の重要な変更に該当し
ない。
また、その他の項目の変更で
あり事前の提出・公表が義務
付けされていない。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成29年7月31日 Ⅰ-7-②所属長
田中稔（税制課）、町山弘幸（市民税課）、渡辺
武（固定資産税課）、原義之（収納課）、髙橋義
和（債権管理課）

田中稔（税制課）、町山弘幸（市民税課）、日暮
正男（固定資産税課）、原義之（収納課）、髙橋
義和（債権管理課）

事後

人事異動による修正。
特定個人情報保護評価書指
針（平成28年1月1日）の第6-
2-（2）の重要な変更に該当し
ない。
また、その他の項目の変更で
あり事前の提出・公表が義務
付けされていない。

平成29年7月31日

（別紙1）番号法第１９条第７号
別表第二に定める事務

提供先№6
児童福祉法による里親の認定、養育里親の登
録又は障害児入所給付費、高額障害児入所給
付費若しくは特定入所障害児食費等給付費の
支給に関する事務であって主務省令で定めるも
の

提供先№48
独立行政法人日本学生支援機構法による学資
の貸与に関する事務であって主務省令で定め
るもの

提供先№6
児童福祉法による養育里親若しくは養子縁組
里親の登録、里親の認定又は障害児入所給付
費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所
障害児食費等給付費の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

提供先№48
独立行政法人日本学生支援機構法による学資
の貸与及び支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

事後

提供先における用途の字句の
修正。
特定個人情報保護評価書指
針（平成28年1月1日）の第6-
2-（2）の重要な変更に該当し
ない。
また、その他の項目の変更で
あり事前の提出・公表が義務
付けされていない。

平成29年7月31日
Ⅱ-5　特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く）

提供を行っている（　60）件　移転を行っている（
37）件

提供を行っている（　57）件　移転を行っている（
37）件

事後

提供先件数の修正（別紙1を
修正したことによる修正。）
特定個人情報保護評価書指
針（平成28年1月1日）の第6-
2-（2）の重要な変更に該当し
ない。
また、その他の項目の変更で
あり事前の提出・公表が義務
付けされていない。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成29年7月31日

（別紙1）番号法第１９条第７号
別表第二に定める事務

提供先№17　法令上の根拠（別表第二省令）
　未制定

提供先№18　法令上の根拠（別表第二省令）
　未制定

提供先№20　法令上の根拠（別表第二省令）
　未制定

提供先№21　法令上の根拠（別表第二省令）
　未制定

提供先№23　法令上の根拠（別表第二省令）
　未制定

提供先№26　法令上の根拠（別表第二省令）
　未制定

提供先№27　法令上の根拠（別表第二省令）
　未制定

提供先№39　法令上の根拠（別表第二省令）
　未制定

提供先№41　法令上の根拠（別表第二省令）
　未制定

提供先№45　法令上の根拠（別表第二省令）
　未制定

提供先№54　法令上の根拠（別表第二省令）
　未制定

提供先№17　法令上の根拠（別表第二省令）
　省令第22条の3

提供先№18　法令上の根拠（別表第二省令）
　省令第22条の4

提供先№20　法令上の根拠（別表第二省令）
　省令第24条の2

提供先№21　法令上の根拠（別表第二省令）
　省令第24条の3

提供先№23　法令上の根拠（別表第二省令）
　省令第26条の3

提供先№26　法令上の根拠（別表第二省令）
　省令第31条の2

提供先№27　法令上の根拠（別表第二省令）
　省令第31条の3

提供先№39　法令上の根拠（別表第二省令）
　省令第43条の3

提供先№41　法令上の根拠（別表第二省令）
　省令第44条の2

提供先№45　法令上の根拠（別表第二省令）
　省令第49条の2

提供先№54　法令上の根拠（別表第二省令）
　省令第59条の2

事後

提供先における法令上の根拠
の修正。
特定個人情報保護評価書指
針（平成28年1月1日）の第6-
2-（2）の重要な変更に該当し
ない。
また、その他の項目の変更で
あり事前の提出・公表が義務
付けされていない。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成29年7月31日

（別紙1）番号法第１９条第７号
別表第二に定める事務

提供先№55
　・提供先　厚生労働大臣
　・法令上の根拠（別表第二項番号）117
　・提供先における用途
　（別表第二の第二欄に掲げる事務）
　　年金生活者支援給付金の支給に関する法
律による年金生活者支援給付金の支給に関す
る事務であって主務省令で定めるもの
　・法令上の根拠（別表第二省令）　未設定

提供先№56
　・提供先　都道府県知事
　・法令上の根拠（別表第二項番号）120
　・提供先における用途
　（別表第二の第二欄に掲げる事務）
　　難病の患者に対する医療等に関する法律に
よる特定医療費の支給に関する事務であって
主務省令で定めるもの
　・法令上の根拠（別表第二省令）　未設定

提供先№57
　・提供先　特定優良賃貸住宅の供給の促進
　　に関する法律第十八条第二項に規定する
　　賃貸住宅の建設及び管理を行う都道府県
　　知事又は市町村長
　・法令上の根拠（別表第二項番号）85の2
　・提供先における用途
　（別表第二の第二欄に掲げる事務）
　　特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する
　　法律による賃貸住宅の管理に関する事務
　　であって主務省令で定めるもの
　・法令上の根拠（別表第二省令）　未設定

提供先№55
　・提供先　都道府県知事
　・法令上の根拠（別表第二項番号）119
　・提供先における用途
　（別表第二の第二欄に掲げる事務）
　　難病の患者に対する医療等に関する法律
　　による特定医療費の支給に関する事務
　　であって主務省令で定めるもの
　・法令上の根拠（別表第二省令）省令59条の3

提供先№56
　・提供先　特定優良賃貸住宅の供給の促進
　　に関する法律第十八条第二項に規定する
　　賃貸住宅の建設及び管理を行う都道府県
　　知事又は市町村長
　・法令上の根拠（別表第二項番号）85の2
　・提供先における用途
　（別表第二の第二欄に掲げる事務）
　　特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する
　　法律による賃貸住宅の管理に関する事務
　　であって主務省令で定めるもの
　・法令上の根拠（別表第二省令）省令43条の4

提供先№57
　・提供先　都道府県教育委員会又は市町村教
育委員会
　・法令上の根拠（別表第二項番号）38
　・提供先における用途
　（別表第二の第二欄に掲げる事務）
　　学校保健安全法による医療に要する費用
　　についての援助に関する事務であって主務
　　省令で定めるもの
　・法令上の根拠（別表第二省令）　省令第24条

事後

提供先を削除及び追加したこ
とによる修正。
（提供先№55を削り、№56を№
55とし、№57を№56とする。
　№56の次に№57を加える。）

特定個人情報保護評価書指
針（平成28年1月1日）の第6-
2-（2）の重要な変更に該当し
ない。
また、その他の項目の変更で
あり事前の提出・公表が義務
付けされていない。

平成29年7月31日

（別紙２）番号法第９条第１項
別表第一に定める事務

移転先№７　　子育て支援課
移転先№１０　子ども家庭相談課
　　　　　　　　　（母子保健担当室）

移転先№１１　子育て支援課
移転先№１２　国民健康保険課
　　　　　　　　　（広域保険担当室）

移転先№１４　介護保険課

移転先№７　　子育て支援課児童給付担当室
移転先№１０　子ども家庭相談課
　　　　　　　　　子ども家庭相談課母子保健
　　　　　　　　　担当室

移転先№１１　子育て支援課児童給付担当室
移転先№１２　国民健康保険課広域保険
　　　　　　　　　担当室

移転先№１４　介護保険課
　　　　　　　　　高齢者支援課

事後

課名の修正。
特定個人情報保護評価書指
針（平成28年1月1日）の第6-
2-（2）の重要な変更に該当し
ない。
また、その他の項目の変更で
あり事前の提出・公表が義務
付けされていない。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成29年7月31日

（別紙２の２）松戸市行政手続
における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関す
る法律に基づく個人番号の利
用等に関する条例第４条第１
項別表第１に定める事務

移転先№１９　子育て支援課
移転先№２５　子育て支援課
移転先№２９　松戸市私立幼稚園就園奨励費
補助金等交付規則による私立幼稚園就園奨励
費補助金又は私立幼稚園児補助金の支給に関
する事務であって規則で定めるもの

移転先№３２　子育て支援課
移転先№３５　生活支援一課

生活に困窮する外国人に対する生活保護法に
準じて行う保護の決定及び実施又は徴収金の
徴収に関する事務であって規則で定めるもの

移転先№３６　介護保険課
　高齢者支援課

移転先№１９　子育て支援課児童給付担当室
移転先№２５　子育て支援課児童給付担当室
移転先№２９　松戸市私立幼稚園等就園奨励
費等交付規則による私立幼稚園就園奨励費助
成金又は私立幼稚園児助成金の支給に関する
事務であって規則で定めるもの

移転先№３２　子育て支援課児童給付担当室
移転先№３５　生活支援一課

　　生活支援二課
生活に困窮する外国人に対する生活保護法に
準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付
金の支給、保護に関する費用の返還又は徴収
金の徴収に関する事務であって規則で定めるも
の

移転先№３６　介護保険課

事後

課名の修正（移転先№１９、２
５、３２、３５、３６）。
用途（事務）の修正(移転先№
２９、３５）。

特定個人情報保護評価書指
針（平成28年1月1日）の第6-
2-（2）の重要な変更に該当し
ない。
また、その他の項目の変更で
あり事前の提出・公表が義務
付けされていない。

平成30年7月31日 Ⅰ-7-②所属長
田中稔（税制課）、町山弘幸（市民税課）、日暮
正男（固定資産税課）、原義之（収納課）、髙橋
義和（債権管理課）

田中稔（税制課）、日暮正男（市民税課）、野澤
光広（固定資産税課）、原義之（収納課）、鴇田
聖（債権管理課）

事後

人事異動による修正。
特定個人情報保護評価書指
針（平成28年1月1日）の第6-
2-（2）の重要な変更に該当し
ない。
また、その他の項目の変更で
あり事前の提出・公表が義務
付けされていない。

平成30年7月31日 Ⅰ-6-②法令上の根拠

１．情報提供の根拠

（２）行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律別表第二の主
務省令で定める事務及び情報を定める省令（別
表第二省令）（平成２６年内閣府・総務省令第７
号）第１条、第２条、第３条、第４条、第６条、第７
条、第８条、第１０条、第１２条、第１３条、第１６
条、第１９条、第２０条、第２１条、第２２条、第２
３条、第２４条、第２４条の２、第２４条の３、第２
５条、第２６条の３、第２８条、第３１条、第３１条
の２、第３１条の３、第３２条、第３３条、第３４
条、第３５条、第３６条、第３７条、第３８条、第３
９条、第４０条、第４３条、第４３条の３、第４３条
の４、第４４条、第４４条の２、第４５条、第４７
条、第４９条、第４９条の２、第５０条、第５１条、
第５３条、第５４条、第５５条、第５８条、第５９
条、第５９条の２、第５９条の３

１．情報提供の根拠

（２）行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律別表第二の主
務省令で定める事務及び情報を定める命令（別
表第二省令）（平成２６年内閣府・総務省令第７
号）第１条、第２条、第３条、第４条、第６条、第７
条、第８条、第１０条、第１２条、第１３条、第１６
条、第１９条、第２０条、第２１条、第２２条、第２
２条の３、第２２条の４、第２３条、第２４条、第２
４条の２、第２４条の３、第２５条、第２６条の３、
第２８条、第３１条、第３１条の２、第３１条の３、
第３２条、第３３条、第３４条、第３５条、第３６
条、第３７条、第３８条、第３９条、第４０条、第４
３条、第４３条の３、第４３条の４、第４４条、第４
４条の２、第４５条、第４７条、第４９条、第４９条
の２、第５０条、第５１条、第５３条、第５４条、第
５５条、第５８条、第５９条、第５９条の２、第５９
条の３

事後

省令名の修正。
行政手続における（略）定める
省令→行政手続における（略）
定める命令
条の追加（第２２条の３、第２２
条の４）。
特定個人情報保護評価書指
針（平成28年1月1日）の第6-
2-（2）の重要な変更に該当し
ない。
また、その他の項目の変更で
あり事前の提出・公表が義務
付けされていない。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和1年6月27日
Ⅰ　基本情報
７　②　所属長の役職名

田中稔（税制課）、日暮正男（市民税課）、野澤
光広（固定資産税課）、原義之（収納課）、鴇田
聖（債権管理課）

税制課長、市民税課長、固定資産税課長、収納
課長、債権管理課長

事後 様式の変更

令和1年6月27日

Ⅰ　基本情報
２　システム２②システムの機
能
２　システム３②システムの機
能

１．一般社団法人地方税電子化協議会が構築
したシステム

１．一般社団法人地方税電子化協議会（現：地
方税共同機構）が構築したシステム

事後 団体名称の変更に伴う修正

令和1年6月27日
（別添２）ファイル記録項目

◆固定資産税・都市計画税
２５．償却市境
２６．償却事申
２７．償却事申メモ

◆固定資産税・都市計画税
２５．償却現況
２６．償却事業所台帳
２７．償却事業所台帳メモ

事後 項目名の修正

令和1年6月27日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４　委託事項３－②　その妥当
性
Ⅳ　その他のリスク対策
１　②　監査　具体的な内容

一般社団法人地方税電子化協議会 地方税共同機構
事後 団体名称の変更に伴う修正

令和1年6月27日

（別紙２）番号法第９条第１項
別表第一に定める事務

移転先
　№１　　　幼児保育課
　№１７　　幼児保育課
　№２９　　幼児保育課

移転先
　№１　　　保育課
　№１７　　保育課
　№２９　　幼児教育課

事後 課名の修正
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年7月10日 Ⅰ-6-②法令上の根拠

１．情報提供の根拠
（１）番号法第１９条第７号別表第二第三欄（情
報提供者）が「市町村長」であって、第四欄に
「地方税関係情報」が含まれる項（１、２、３、４、
６、８、９、１１、１６、１８、２３、２６、２７、２８、２
９、３１、３４、３５、３７、３８、３９、４０、４２、４８、
５４、５７、５８、５９、６１、６２、６３、６４、６５、６
６、６７、７０、７１、７４、８０、８４、８５の２、８７、９
１、９２、９４、９７、１０１、１０２、１０３、１０６、１０
７、１０８、１１３、１１４、１１５、１１６、１１９の項）
（２）行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律別表第二の主
務省令で定める事務及び情報を定める命令（別
表第二省令）（平成２６年内閣府・総務省令第７
号）第１条、第２条、第３条、第４条、第６条、第７
条、第８条、第１０条、第１２条、第１３条、第１６
条、第１９条、第２０条、第２１条、第２２条、第２
２条の３、第２２条の４、第２３条、第２４条、第２
４条の２、第２４条の３、第２５条、第２６条の３、
第２８条、第３１条、第３１条の２、第３１条の３、
第３２条、第３３条、第３４条、第３５条、第３６
条、第３７条、第３８条、第３９条、第４０条、第４
３条、第４３条の３、第４３条の４、第４４条、第４
４条の２、第４５条、第４７条、第４９条、第４９条
の２、第５０条、第５１条、第５３条、第５４条、第
５５条、第５８条、第５９条、第５９条の２、第５９
条の３

１．情報提供の根拠
（１）番号法第１９条第７号別表第二第三欄（情
報提供者）が「市町村長」であって、第四欄に
「地方税関係情報」が含まれる項（１、２、３、４、
６、８、９、１１、１６、１８、２０、２３、２６、２７、２
８、２９、３１、３４、３５、３７、３８、３９、４０、４２、
４８、５３、５４、５７、５８、５９、６１、６２、６３、６
４、６５、６６、６７、７０、７１、７４、８０、８４、８５の
２、８７、９１、９２、９４、９７、１０１、１０２、１０３、
１０６、１０７、１０８、１１３、１１４、１１５、１１６、１
１７、１２０の項）
（２）行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律別表第二の主
務省令で定める事務及び情報を定める命令（別
表第二省令）（平成２６年内閣府・総務省令第７
号）第１条、第２条、第３条、第４条、第６条、第７
条、第８条、第１０条、第１２条、第１３条、第１４
条、第１６条、第１９条、第２０条、第２１条、第２
２条、第２２条の３、第２２条の４、第２３条、第２
４条、第２４条の２、第２４条の３、第２５条、第２
６条の３、第２７条、第２８条、第３１条、第３１条
の２、第３１条の３、第３２条、第３３条、第３４
条、第３５条、第３６条、第３７条、第３８条、第３
９条、第４０条、第４３条、第４３条の３、第４３条
の４、第４４条、第４４条の２、第４５条、第４７
条、第４９条、第４９条の２、第５０条、第５１条、
第５３条、第５４条、第５５条、第５８条、第５９
条、第５９条の２、第５９条の２の２、第５９条の３

事後

項の追加（２０、５３、１１７）、
変更（１１９→１２０）。
条の追加（第１４条、第２７条、
第５９条の２の２）。
特定個人情報保護評価書指
針（平成28年1月1日）の第6-
2-（2）の重要な変更に該当し
ない。
また、その他の項目の変更で
あり事前の提出・公表が義務
付けされていない。

令和2年7月10日
Ⅰ-2-システム2-②システム
の機能

５．審査システム（eLTAX）には、以下の機能が
ある。

（１）個人住民税：給与・公的年金等の支払を
する者から、地方税ポータルセンタ（eLTAX）を
通じて、給与支払報告書、公的年金等支払報告
書等を受領する。また、地方税ポータルセンタ
（eLTAX）を通じて、給与所得及び年金所得者に
係る特別徴収税額を特別徴収義務者及び年金
保険者に送付する。

５．審査システム（eLTAX）には、以下の機能が
ある。

（１）個人住民税：給与・公的年金等の支払を
する者から、地方税ポータルセンタ（eLTAX）を
通じて、給与支払報告書、公的年金等支払報告
書等を受領する。また、地方税ポータルセンタ
（eLTAX）を通じて、給与所得及び年金所得者に
係る特別徴収税額を特別徴収義務者及び年金
保険者に送付する。さらに、寄附金税額控除に
係る申告特例通知（ふるさと納税ワンストップ特
例通知）を他自治体から受領する。

事後

用途（事務）の追加。
特定個人情報保護評価書指
針（平成28年1月1日）の第6-
2-（2）の重要な変更に該当し
ない。
また、その他の項目の変更で
あり事前の提出・公表が義務
付けされていない。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年7月10日
Ⅰ-2-システム3-②システム
の機能

３．国税連携システム（eLTAX）には、以下の機
能がある。

（１）国税庁から、地方税ポータルセンタ
（eLTAX）を通じて、所得税申告書等データ、法
定調書（配当・報酬資料せん、年金・給与資料
せん）データを受領する。また、地方税ポータル
センタ（eLTAX）を通じて、扶養是正情報等デー
タを国税庁に送付する。

（２）他の市区町村に対して、所得税申告書等
データを送付する。

３．国税連携システム（eLTAX）には、以下の機
能がある。

（１）国税庁から、地方税ポータルセンタ
（eLTAX）を通じて、所得税申告書等データ、法
定調書（配当・報酬資料せん、年金・給与資料
せん）データを受領する。また、地方税ポータル
センタ（eLTAX）を通じて、扶養是正情報等デー
タを国税庁に送付する。

（２）他の市区町村に対して、所得税申告書等
データを送付する。また、住民登録外課税通知
を送付・受領する。

事後

用途（事務）の追加。
特定個人情報保護評価書指
針（平成28年1月1日）の第6-
2-（2）の重要な変更に該当し
ない。
また、その他の項目の変更で
あり事前の提出・公表が義務
付けされていない。

令和2年7月10日 Ⅱ-３-③　入手の時期・頻度

税目・資料種別により入手時期が異なる。

・給与支払報告書及び公的年金等支払報告書
１月３１日まで
・事業所税の申告書　翌年の３月１５日まで（個
人の場合）
・公的年金における特別徴収対象者情報の通
知　５月２５日まで
・公的年金における特別徴収税額通知の処理
結果通知　９月３０日まで
・所得税の確定申告書及び市民税・県民税申告
書　２月１６日から３月１５日まで
・法定調書情報　２月及び５月
・償却資産申告書　１月３１日まで

なお、上記の提出時期にかかわらず提出があ
れば、随時受領している。

税目・資料種別により入手時期が異なる。

・給与支払報告書及び公的年金等支払報告書
１月３１日まで
・事業所税の申告書　翌年の３月１５日まで（個
人の場合）
・公的年金における特別徴収対象者情報の通
知　５月２５日まで
・公的年金における特別徴収税額通知の処理
結果通知　９月３０日まで
・所得税の確定申告書及び市民税・県民税申告
書　２月１６日から３月１５日まで
・法定調書情報　２月及び５月
・償却資産申告書　１月３１日まで
・寄附金税額控除に係る申告特例通知（ふるさ
と納税ワンストップ特例通知）　１月３１日まで
・住民登録外課税通知　該当者が判明した場合
に送付する

なお、上記の提出時期にかかわらず提出があ
れば、随時受領している。

事後

用途（事務）の追加。
特定個人情報保護評価書指
針（平成28年1月1日）の第6-
2-（2）の重要な変更に該当し
ない。
また、その他の項目の変更で
あり事前の提出・公表が義務
付けされていない。

令和2年7月10日
（別添1）　事務の内容　（備
考）

⑥ ①～⑤により決定した課税内容を納税義務
者や年金保険者、企業へ通知する。

⑥ ①～⑤により決定した課税内容を納税義務
者や年金保険者、企業、他自治体へ通知する。

事後

用途（事務）の追加。
特定個人情報保護評価書指
針（平成28年1月1日）の第6-
2-（2）の重要な変更に該当し
ない。
また、その他の項目の変更で
あり事前の提出・公表が義務
付けされていない。

令和2年7月10日
Ⅱ-４-委託事項1-⑨　再委託
事項

現時点では、再委託を行っていない。 再委託している。 事後

用途（事務）の変更。
特定個人情報保護評価書指
針（平成28年1月1日）の第6-
2-（2）の重要な変更に該当し
ない。
また、その他の項目の変更で
あり事前の提出・公表が義務
付けされていない。
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年7月10日
Ⅱ-４-委託事項3-②　その妥
当性

地方電子化協議会よりＬＧＷＡＮ回線により伝
送されるため、情報の詐取・改ざんを防止でき
る。また、情報は既に電子化されているので、
データ作成等の自治体の業務を縮小できる。

地方税共同機構よりＬＧＷＡＮ回線により伝送さ
れるため、情報の詐取・改ざんを防止できる。ま
た、情報は既に電子化されているので、データ
作成等の自治体の業務を縮小できる。

事後 組織名の変更

令和3年5月21日 Ⅵ-１-①実施日 平成26年12月18日 令和２年７月１０日 事後 評価の再実施

令和2年7月10日 Ⅱ-５-提供先5 ― 新規作成 事後

新規作成。
特定個人情報保護評価書指
針（平成28年1月1日）の第6-
2-（2）の重要な変更に該当し
ない。
また、その他の項目の変更で
あり事前の提出・公表が義務
付けされていない。

令和3年5月21日 Ⅵ-２-②実施日・期間
平成２７年７月１５日から平成２７年８月１７日ま
で

令和３年４月７日から令和３年５月６日まで 事後
評価の再実施に伴うパブリッ
クコメントの実施

令和3年5月21日 Ⅵ-２-①方法

松戸市ホームページ及び広報まつどにパブリッ
クコメント（意見募集）する旨を記載し、松戸市
ホームページ、税制課、行政資料センター及び
各支所にて、全文を閲覧できるようにした。意見
の提出は、税制課へ持参、郵便、ＦＡＸ及び電子
メールによる。

松戸市ホームページ及び広報まつどにパブリッ
クコメント（意見募集）する旨を記載し、松戸市
ホームページ、税制課、行政資料センター、市
民活動サポートセンター及び各支所にて、全文
を閲覧できるようにした。意見の提出は、税制課
へ持参、郵便、ＦＡＸ及び電子メールによる。

事後 閲覧場所の追加

令和3年5月21日 Ⅵ-２-⑤評価書への反映 なし（意見の内容は今後の参考とする。） なし 事後 パブリックコメントの結果

令和3年5月21日 Ⅵ-２-④主な意見の内容

特定個人情報ファイルの取扱いにおける自己
点検、監査、職員に対する教育、啓発、同ファイ
ル漏えい対策及び委託の各項目の記載内容を
見直すとともにより具体的な記載を求めるもの
であった。

なし 事後 パブリックコメントの結果

令和3年5月21日 Ⅵ-３-①実施日 平成２７年８月２５日 令和３年５月２１日 事後
評価の再実施に伴う第三者点
検の実施
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変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和3年5月21日 Ⅵ-３-①実施日

地方税に関する事務における特定個人情報保
護評価の全項目評価書は、特定個人情報保護
評価指針（平成26年4月20日特定個人情報保
護委員会制定）に規定する適合性及び妥当性
があるものと判断された。ただし、評価実施機関
においては、行政機関の長等として、特定個人
情報の漏えいその他の事態の発生を抑止する
とともに、特定個人情報を適切に管理するた
め、今後、特定個人情報の漏えい等様々なリス
クに対する実効性のある措置、職員及び委託
先の研修等人的面での対策を講ずること並び
にシステム面でのリスク対策を十分調査し、そ
の成果を確実に事務の実施及びシステムの導
入等に反映させ、万全を期するよう配慮された
いとの付帯意見があった。

地方税に関する事務における特定個人情報保
護評価の全項目評価書は、特定個人情報保護
評価指針（平成26年4月20日特定個人情報保
護委員会作成）に規定する適合性及び妥当性
があるものと判断された。ただし、地方税に関す
る事務における特定個人情報ファイル取扱い
は、個人のプライバシー等の権利利益に影響を
主ぼしかねないことを認識した上で、市民の個
人情報の保護のため、評価実施機関として引き
続き十分なリスク対策を講じることを求めるとの
付帯意見があった。

事後 第三者点検実施の結果
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（別紙１）番号法第１９条第７号別表第二に定める事務

提供先
№

提供先
法令上の根拠

（別表第二項番号）

提供先における用途
（別表第二の第二欄に掲げる事務）

法令上の根拠
（別表第二省令）

1 厚生労働大臣 1
健康保険法第五条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととさ
れた健康保険に関する事務であって主務省令で定めるもの

省令第1条

2 全国健康保険協会 2
健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で
定めるもの

省令第2条

3 健康保険組合 3
健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で
定めるもの

省令第3条

4 厚生労働大臣 4
船員保険法第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととさ
れた船員保険に関する事務であって主務省令で定めるもの

省令第4条

5 全国健康保険協会 6

船員保険法による保険給付又は平成十九年法律第三十号附則第三
十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法
律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給
付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

省令第6条

6 都道府県知事 8

児童福祉法による養育里親若しくは養子縁組里親の登録、里親の認
定又は障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所
障害児食費等給付費の支給に関する事務であって主務省令で定める
もの

省令第7条

7 都道府県知事 9
児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

省令第8条

8 市町村長 11

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額
障害児通所給付費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談
支援給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

省令第10条

9
都道府県知事又は
市町村長

16
児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

省令第12条

10 市町村長 18
予防接種法による給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって
主務省令で定めるもの

省令第13条

10 市町村長 20
身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への
入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定
めるもの

省令第14条

11 都道府県知事 23
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置又は費
用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

省令第16条
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12 都道府県知事等 26
生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する
事務であって主務省令で定めるもの

省令第19条

13 市町村長 27
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条
例による地方税の賦課徴収に関する事務であって主務省令で定める
もの

省令第20条

14 都道府県知事 28

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条
例による地方税の賦課徴収に関する事務であって主務省令で定める
もの

省令第21条

15
厚生労働大臣又は
共済組合等

29

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条
例による地方税の賦課徴収に関する事務であって主務省令で定める
もの

未制定

16

公営住宅法第二条
第十六号に規定す
る事業主体である都
道府県知事又は市
町村長

31
公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であって主務省令で
定めるもの

省令第22条

17
日本私立学校振興・
共済事業団

34
私立学校教職員共済法による短期給付又は年金である給付の支給
に関する事務であって主務省令で定めるもの

省令第22条の3

18
厚生労働大臣又は
共済組合等

35
厚生年金保険法による年金である保険給付又は一時金の支給に関
する事務であって主務省令で定めるもの

省令第22条の4

19

文部科学大臣又は
都道府県教育委員
会

37
特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への
就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって主務省令で定め
るもの

省令第23条

20
国家公務員共済組
合

39
国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する事務であって
主務省令で定めるもの

省令第24条の2

21
国家公務員共済組
合連合会

40
国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関
する施行法による年金である給付の支給に関する事務であって主務
省令で定めるもの

省令第24条の3

22
市町村長又は国民
健康保険組合

42
国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する
事務であって主務省令で定めるもの

省令第25条

23 厚生労働大臣 48

国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料の
納付に関する処分又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

省令第26条の3

23 市町村長 53

知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への
入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定
めるもの

省令第27条

24

住宅地区改良法第
二条第二項に規定
する施行者である都
道府県知事又は市
町村長

54

住宅地区改良法による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の
決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

省令第28条
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25 都道府県知事等 57
児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって主
務省令で定めるもの

省令第31条

26
地方公務員共済組
合

58
地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

省令第31条の2

27

地方公務員共済組
合又は全国市町村
職員共済組合連合
会

59

地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付
等に関する施行法による年金である給付の支給に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

省令第31条の3

28 市町村長 61
老人福祉法による福祉の措置に関する事務であって主務省令で定め
るもの

省令第32条

29 市町村長 62
老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で定め
るもの

省令第33条

30 都道府県知事 63
母子及び父子並びに寡婦福祉法による償還未済額の免除又は資金
の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの

省令第34条

31
都道府県知事又は
市町村長

64

母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を
扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

省令第35条

32 都道府県知事等 65
母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務
であって主務省令で定めるもの

省令第36条

33
厚生労働大臣又は
都道府県知事

66
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当
の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

省令第37条

34 都道府県知事等 67

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若
しくは特別障害児手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十
七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定
めるもの

省令第38条

35 市町村長 70
母子保健法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で定め
るもの

省令第39条

36
厚生労働大臣又は
都道府県知事

71
雇用対策法による職業転換給付金の支給に関する事務であって主務
省令で定めるもの

未制定

37

市町村長（児童手当
法第十七条第一項
の表の下欄に掲げ
る者を含む。）

74
児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

省令第40条

38
後期高齢者医療広
域連合

80
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支
給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

省令第43条
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39 厚生労働大臣 84

昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚
生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である保
険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

省令第43条の3

40 都道府県知事等 87
中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

省令第44条

41 厚生労働大臣 91

平成八年法律第八十二号附則第十六条第三項の規定により厚生年
金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の
支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

省令第44条の2

42

平成八年法律第八
十二号附則第三十
二条第二項に規定
する存続組合又は
平成八年法律第八
十二号附則第四十
八条第一項に規定
する指定基金

92
平成八年法律第八十二号による年金である長期給付又は年金である
給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

省令第45条

43 市町村長 94
介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険
料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

省令第47条

44

都道府県知事又は
保健所を設置する
市の長

97
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による費
用の負担又は療養費の支給に関する事務であって主務省令で定める
もの

省令第49条

45 厚生労働大臣 101

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図
るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則
第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支
給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務
省令で定めるもの

省令第49条の2

46
農林漁業団体職員
共済組合

102

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図
るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による
年金である給付（同法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保
険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付を除
く。）若しくは一時金の支給又は特例業務負担金の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるもの

省令第50条

47
独立行政法人農業
者年金基金

103

独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金事業の給付の支
給若しくは保険料その他徴収金の徴収又は同法附則第六条第一項
第一号の規定により独立行政法人農業者年金基金が行うものとされ
た平成十三年法律第三十九号による改正前の農業者年金基金法若
しくは平成二年法律第二十一号による改正前の農業者年金基金法に
よる給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

省令第51条

48
独立行政法人日本
学生支援機構

106
独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与及び支給に関
する事務であって主務省令で定めるもの

省令第53条

49 厚生労働大臣 107
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特
別障害給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

省令第54条

50
都道府県知事又は
市町村長

108
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に
よる自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事
務であって主務省令で定めるもの

省令第55条
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51

文部科学大臣、都
道府県知事又は都
道府県教育委員会

113
高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支
給に関する事務であって主務省令で定めるもの

省令第58条

52 厚生労働大臣 114

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律に
よる職業訓練受講給付金の支給に関する事務であって主務省令で定
めるもの

省令第59条

53

平成二十三年法律
第五十六号附則第
二十三条第一項第
三号に規定する存
続共済会

115
平成二十三年法律第五十六号による年金である給付の支給に関する
事務であって主務省令で定めるもの

未制定

54 市町村長 116

子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又
は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省
令で定めるもの

省令第59条の2

54 市町村長 117
年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援
給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

省令第59条の2の2

55 都道府県知事 120
難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に
関する事務であって主務省令で定めるもの

省令第59条の3

56

特定優良賃貸住宅
の供給の促進に関
する法律第十八条
第二項に規定する
賃貸住宅の建設及
び管理を行う都道府
県知事又は市町村
長

85の2
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の管
理に関する事務であって主務省令で定めるもの

省令第43条の4

57
都道府県教育委員
会又は市町村教育
委員会

38
学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事
務であって主務省令で定めるもの

省令第24条
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（別紙２）番号法第９条第１項別表第一に定める事務

移転先
№

移転先
法令上の根拠

（別表第一項番号）
移転先における用途

（別表第一の第二欄に掲げる事務）

1
保育課
障害福祉課

8

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額
障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付
費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提
供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する
事務であって主務省令で定めるもの

2 障害福祉課 12

身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への
入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定め
るもの

3
生活支援一課
生活支援二課

15

生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）による保護の決定及び
実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給保護に要する費
用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるも
の

4 住宅政策課 19
公営住宅法による公営住宅（同法第二条第二号に規定する公営住宅を
いう。）の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの

5 国民健康保険課 30

国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）による保険給付の
支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって主務
省令で定めるもの

6 障害福祉課 34

知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十七号）による障害福祉
サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関
する事務であって主務省令で定めるもの

7 子育て支援課児童給付担当室 37
児童扶養手当法（昭和三十六年法律第二百三十八号）による児童扶養
手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

8 高齢者支援課 41
老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）による福祉の措置又は
費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

9 障害福祉課 47

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しく
は特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六
十年法律第三十四号）附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関
する事務であって主務省令で定めるもの

10

子ども家庭相談課
子ども家庭相談課母子保健担当
室

49

母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）による保健指導、新生児
の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の
訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若し
くは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの
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11 子育て支援課児童給付担当室 56

児童手当法による児童手当又は特例給付（同法附則第二条第一項に
規定する給付をいう。）の支給に関する事務であって主務省令で定める
もの

12
国民健康保険課広域保険担当
室

59

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支
給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって主務省
令で定めるもの

13 生活支援二課 63

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦
人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は
配偶者支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

14

介護保険課
高齢者支援課地域包括ケア推
進担当室

68

介護保険法（平成九年法律第百二十三号）による保険給付の支給、地
域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令
で定めるもの

15
健康推進課
国民健康保険課

76
健康増進法（平成十四年法律第百三号）による健康増進事業の実施に
関する事務であって主務省令で定めるもの

16 障害福祉課 84

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平
成十七年法律第百二十三号）による自立支援給付の支給又は地域生
活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

17 保育課 94

子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）による子どもの
ための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施
に関する事務であって主務省令で定めるもの

移転先
№

移転先
法令上の根拠
（項番号）

移転先における用途
（別表第１に掲げる事務）

18
健康推進課
国民健康保険課

1
高齢者の医療の確保に関する法律による特定健康診査又は特定健康
指導に関する事務であって規則で定めるもの

19 子育て支援課児童給付担当室 4
松戸市遺児手当支給条例による遺児手当の支給に関する事務であっ
て規則で定めるもの

20 障害福祉課 5
松戸市ねたきり身体障害者等福祉手当支給条例によるねたきり身体障
害者等福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

（別紙２の２）　松戸市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例

第４条第１項別表第１に定める事務
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21 障害福祉課 6
松戸市重度心身障害者医療費の助成に関する条例による重度心身障
害者医療費助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

22 障害福祉課 7
松戸市難病者援護金支給条例による難病者援護金の支給に関する事
務であって規則で定めるもの

23
介護保険課
障害福祉課

10
松戸市高齢者・障害者住宅増改築等資金貸付規則による住宅の増改
築等に必要な資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの

24
介護保険課
障害福祉課

13
松戸市高齢者・障害者住宅改修助成金支給規則による助成金の支給
に関する事務であって規則で定めるもの

25 子育て支援課児童給付担当室 15
松戸市子ども医療費の助成に関する規則による子どもの医療に要する
費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

26 障害福祉課 16
松戸市障害者グループホーム等家賃助成金支給規則による助成金の
支給に関する事務であって規則で定めるもの

27 介護保険課 17
松戸市緊急時通報システム利用規則による緊急通報装置の貸与及び
緊急時通報システムの利用に関する事務であって規則で定めるもの

28
介護保険課
障害福祉課

18
松戸市家具転倒防止器具等取付費助成金支給規則による助成金の支
給に関する事務であって規則で定めるもの

29 幼児教育課 19

松戸市私立幼稚園等就園奨励費等交付規則による私立幼稚園就園奨
励費助成金又は私立幼稚園児助成金の支給に関する事務であって規
則で定めるもの

30 障害福祉課 20
松戸市難聴児補聴器購入費助成金支給規則による助成金の支給に関
する事務であって規則で定めるもの

31 障害福祉課 22
松戸市心身障害者自動車燃料助成要綱による燃料の助成に関する事
務であって規則で定めるもの

32 子育て支援課児童給付担当室 23
松戸市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する要綱による医療費等の
助成に関する事務であって規則で定めるもの
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33 障害福祉課 24
松戸市精神障害者医療費助成要綱による助成金の支給に関する事務
であって規則で定めるもの

34 障害福祉課 29
松戸市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱による
日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの

35
生活支援一課
生活支援二課

31

生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の決定及
び実施、就労自立給付金の支給、保護に関する費用の返還又は徴収
金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

36 介護保険課 32
介護保険法による地域支援事業の実施に関する事務であって規則で定
めるもの

37 障害福祉課 33
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によ
る地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの
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